
~1983.3 

石

巻

市,,, : 
纂

｛ 資
料

グ）

第

六
集

石巻市史編纂委員会



石 巻 市 史 編纂資料

第 6
 

集

5. 4
 

3. 2. 1. 

宮
城
県
の
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐

I
型
式
の
伝
播
と
初
発
期
板
碑
を
中
心
に
し
て
ー

葛
酉
氏
系
図
「
高
野
山
葛
西
坊
五
大
院
所
蔵
葛
西
氏
系
図
」

中
村
氏
系
図
「
中
村
逹
雄
氏
所
蔵
中
村
家
譜
」
…
…
…
石

和
船
時
代
の
漁
業
習
俗
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
鈴

—
陸
前
月
浦
浜
—

旧
北
上
川
下
流
河
川
敷
の
植
物
に
つ
い
て
…
…
…
…
佐
々
木

座
談
会
「
市
史
編
さ
ん
に
関
す
る
構
想
と
間
題
点
」
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

•
•
5
7

目

次

木
東
行
…
…
…

29

垣 藤

雄

豊
…
・
・
:
.. 
56 

宏
…
…
…

14

一
…
…
…

2



宮

城

県

の 型式の
の

見板
塁
9碑

佐
息
に
し
て

藤 I 

雄
2
 



宮
城
県
の
板
碑
が
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
松
平
定
信
に
よ
っ
て
「
集
古
十
種
」
に

紹
介
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
こ
の
「
集
古
十
種
」
の
紹
介
を
の
ぞ
い
て
は
江
戸
時
代

に
お
け
る
宮
城
県
の
板
碑
に
関
す
る
研
究
は
皆
無
で
あ
ろ
う
。
文
明
開
化
の
明
治
に

入
り
、
関
東
地
方
、
特
に
埼
玉
県
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
武
蔵
型
板
碑
の
研
究
が

盛
ん
に
な
り
、
板
碑
の
源
流
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
論
議
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

東
北
地
方
の
板
碑
に
関
す
る
研
究
も
、
こ
の
流
れ
の
中
に
進
ん
で
き
た
の
で
あ
る
が

残
念
な
が
ら
、
板
碑
の
形
式
論
、
あ
る
い
は
年
代
の
分
布
状
況
の
把
握
に
重
点
が
置

か
れ
、
中
世
期
の
遺
物
で
あ
る
板
碑
が
、
中
世
期
の
歴
史
史
料
と
し
て
、
歴
史
に
重

ね
合
わ
さ
れ
る
関
係
か
ら
は
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
板
碑
発
生
の
源
流
を
ど
こ
に
求
め
る
に
せ
よ
、
板
碑
は
人
間
の
手
に
よ
っ
て

造
立
さ
れ
、
文
化
の
伝
播
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
直
接
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
文

化
を
に
な
っ
て
い
る
人
間
の
移
動
に
よ
っ
て
日
本
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
人
間
の
移
動
と
文
化
の
伝
播
、
こ
の
切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
両
者
の
関

係
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
マ
ス
メ
デ
イ
ア
の
発
達
に
よ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
関
係

は
分
断
さ
れ
、
視
覚
に
よ
る
文
化
の
伝
播
と
い
う
こ
と
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
全
国
に
わ
た
っ
て
文
化
の
画
一
化
が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鎌
倉
期
中
頃
よ
り
降
盛
を
み
た
板
碑
は
、

ー

い
わ
れ
る
よ
う
に
石
造
卒
塔
婆
と
し
て

の
意
味
を
失
う
こ
と
な
く
、
全
国
に
分
布
し
て
い
き
、
各
地
に
い
ろ
い
ろ
の
形
の
も

の
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
板
碑
の
研
究
は
地
方
に
お
け
る
形
の
差
異
を
論
ず
る

こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
、
板
碑
は
石
製
卒
塔
婆
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
以
上

に
大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
本
稿
で
は
武
蔵
型
板
碑
を
そ
の
祖
と
し
て
発
達

分
布
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
宮
城
県
の
板
碑
に
つ
い
て
、
第

1
に
、
そ
の
形
に
つ

い
て
、
第

2
に
宮
城
県
に
お
け
る
初
発
期
板
碑
に
つ
い
て
、
第

3
に
板
碑
の
内
容
に

実
等
、
先
学
の
誤
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

板
碑
の
源
流
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
服
部
清
道
、
千
々
和

い
わ
ゆ
る
板
碑
の
形
の
伝
播
と
い
う

板
碑
の
祖
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
武
蔵
型
板
碑
の
形
は
、
偏
平
に
し
て
、
長
方
形

で
あ
り
、

3
 

そ
の
頭
部
は
等
辺
一
二
角
形
を
な
し
、
頭
部
と
身
部
と
の
間
に
一
一
条
の
切
り

①
 

込
み
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
形
が
板
碑
の
原
型
的
な
も
の
と

R
 

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
板
碑
の
源
流
を
ど
こ
に
求
め
る
に
せ
よ
、
形
を
論

ず
る
際
に
は
度
外
視
で
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
板
碑
の
形
を
論
ず
る
際
に
は
、
こ
こ

を
出
発
点
と
し
て
議
論
が
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
服
部
清
道
氏
は
、
こ
の
武
蔵
型

板
碑
を
も
っ
て
、
形
式
、
内
容
と
も
に
よ
く
統
一
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
健
や

か
な
発
達
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
板
碑
形

式
論
の
原
点
に
据
え
て
、
各
地
方
の
板
碑
を
論
ぜ
ら
れ
、
下
緯
型
板
碑
は
武
蔵
型
板

碑
の
よ
う
に
主
と
し
て
扁
平
な
方
形
の
石
材
を
用
い
、
頭
部
は
武
蔵
型
板
碑
を
う
け

て
三
角
形
を
な
し
て
い
る
が
、
方
形
の
も
の
も
少
な
く
な
い
と
さ
れ
、
一
一
条
の
切
り

込
み
が
無
い
も
の
が
多
い
と
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
高
さ
に
比
し
て
、
横
ひ
ろ

が
り
の
も
の
が
多
い
し
、
下
総
型
板
碑
に
双
式
板
碑
型
を
と
る
も
の
が
多
い
と
い
う

③
 

こ
と
の
理
由
を
こ
の
へ
ん
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
東
北
型
板
碑
に

つ
い
て
は
、
東
北
六
県
に
お
け
る
板
碑
の
形
を
考
察
さ
れ
、
各
県
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ

れ
、
磐
城
、
岩
代
の
板
碑
は
、
板
碑
と
い
う
に
は
分
厚
す
ぎ
る
感
じ
で
あ
り
、
白
河

郡
山
方
面
の
も
の
は
、
頭
部
を
三
角
形
に
し
て
額
を
前
に
突
き
出
し
、
一
一
条
線
を
施

し
、
九
州
型
の
板
碑
に
類
似
性
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
宮
城
県
地
方
の
板
碑

に
つ
い
て
は
主
と
し
て
陸
前
地
方
の
板
碑
と
し
て
、

J

と
に
視
点
を
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ー

そ
の
範
囲
は
い
わ
ゆ
る
仙
台
平

つ
い
て
、
武
蔵
型
板
と
の
関
連
を
通
し
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。



関
心
で
、
板
碑
の
概
念
が
形
式
を
と
も
な
わ
な
い
で
、
思
想
的
な
い
し
内
容
的
に
の

み
移
入
伝
播
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
進
地
域
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
の

に
、
そ
の
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
思
想
的
、
内
容
的
に
の
み
伝
播
移
入
さ
れ
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
筆
者
は
、
文
化
の
移
入
は
ま
ず
そ
の
形
か
ら
と
考

え
た
い
。
板
碑
が
頭
部
三
角
形
、
一
一
条
線
と
い
う
こ
と
が
板
碑
の
形
に
お
け
る
主
要

に
密
集
し
て
い
る
と
さ
れ
る
宮
城
県
の
板
碑
が
、

概
製
板
碑
の
形
式
に
ま
っ
た
く
無

は
失
っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。

し
か
し
、

登
米
、
桃
生
、
牡
鹿
郡
（
石
巻
市
が
主
）

上
の
服
部
氏
の
論
は
大
筋
に
お
い
て
承
認
さ
る
べ
ぎ
も
の
で
、

現
在
で
も
そ
の
価
値

向
は
北
上
し
て
陸
中
に
入
っ
て
、

ま
す
ま
す
露
骨
に
な
っ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
以

城
県
下
一
千
基
の
古
碑
の
う
ち
、

未
だ
板
碑
形
の
も
の
を
見
な
い
と
い
い
、

こ
の
傾

い
る
こ
と
は
、
下
綿
型
板
碑
が
岩
質
の
飯
岡
石
を
加
し
て
、

⑥
 

努
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
澤
産
石
の
板
碑
が
か
え
っ
て
、
そ
れ
を
考
慮
し

な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
板
碑
の
概
念
が
形
式
を
と
も
な
わ
ず
し
て
思
想
的
な
い
し
内

.
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容
的
に
の
み
輸
入
伝
播
せ
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
、
清
水
東
四
郎
氏
は
、

宮

一
定
形
を
つ
く
ろ
う
と

施
し
易
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殊
更
に
加
工
せ
ず
、
原
石
材
の
粗
野
な
姿
を
留
め
て

し
て
い
る
。

さ
ら
に
服
部
氏
は
井
内
石
は
粘
板
岩
質
で
あ
る
の
で
、

比
較
的
加
工
を

大
は
六
尺
或
は
一
丈
に
及
び
、
厚

さ
は
四
、
五
寸
位
の
も
の
が
普
通
で
あ
る
し
、
形
態
的
特
徴
は
、
加
工
を
加
え
な
い

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

切
り
出
し
た
ま
ま
の
石
材
を
用
い
、
既
成
板
碑
の
形
式
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
な
る

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 斥

こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
大
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
、
研
究
者
の
関
心
を
う
な
が

つ
い
て
は
現
在
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
宮
城
県
内
に
お
け
る
板
碑

の
初
発
期
と
観
察
さ
れ
る
文
永
年
間
か
ら
、
建
治
、
弘
安
年
間
に
い
た
る
板
碑
に
は
、

頭
部
―
―
―
角
形
、
二
条
線
の
刻
ま
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
服
部
氏

の
主
張
は
正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
宮
城
県
の
板
碑
に
、
頭
部
三
角
形
、

二
条
線
の
刻
さ
れ
て
あ
る
、

は
っ
き
り
と
二
条
線
の
確
認
で
き
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

一
基
ず
つ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
者
は
牡
鹿
半
島
狐
崎
小
祝
浜
の
あ
る
観
応

二
年
、
北
を
主
尊
と
す
る
一
尊
種
子
板
碑
で
あ
り
、
後
者
は
大
崎
平
野
の
中
心
、
古

川
市
堤
根
天
寿
庵
の
阿
弥
陀
三
尊
板
碑
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

そ
の
大
き
さ
は
小
は
五
、

六
寸
よ
り
、

心
）
を
中
心
に
井
内
石
と
称
す
る
粘
板
岩
質
の
石
材
を
用
い
た
薄
手
の
も
の
が
発
達④

 

し
、
そ
の
余
波
は
岩
代
、
伊
達
、
信
夫
両
郡
地
方
に
も
及
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。

せ
ず
と
い
っ
て
お
り
、

か
っ
て
松
本
源
七
氏
に
よ
っ
て
、
武
蔵
型
板
碑
に
近
い
も
の

が
県
南
に
一
基
確
認
さ
れ
た
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
板
碑
に

治
四
十
年
代
で
は
あ
る
が
、
頭
部
―
―
―
角
形
、

二
条
線
の
形
の
板
碑
は
、
こ
れ
を
確
認

概
し
て
粗
野
で
、

材
料
の
撰
択
も
ま
た
自
由
で
あ
り
、
特
に
牡
鹿
郡
（
現
石
巻
市
中

野
に
分
布
し
、

中
心
を
登
米
、
桃
生
、
牡
鹿
の
三
郡
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

形
は

な
要
因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宮
城
県
の
板
碑
に
も
そ
の
痕
跡
が
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
清
水
東
四
郎
氏
は
宮
城
県
内
に
お
い
て
、

4
 

明



w石
巻
市
狐
崎
小
祝
浜
の
一
尊
種
子
板
碑

（小 祝 浜）

5
 

（板碑頭部の部分図） （板 碑 全 図）



二
条
線
の
板
碑
は
宮
城
県
の
板
碑
研
究
に
貴
重
な
素
材
を
あ
た
え
て
く
れ

狐
崎
小
祝
浜
は
石
巻
市
で
は
あ
る
が
旧
荻
浜
村
で
あ
り
、
石
巻
市
内
か
ら
は
乗
用

車
で
三
十
分
も
か
か
り
、
牡
鹿
半
島
部
に
属
す
る
地
で
あ
る
。
狐
崎
浜
周
辺
に
は
ス

ケ
カ
リ
浜
の
板
碑
群
を
は
じ
め
、
小
祝
浜
に
も
囚
の
板
碑
の
ほ
か
に
六
基
の
板
碑
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
囚
は
材
質
は
粘
板
岩
、
全
身
―
―
―
一
四
翡
、
最
大
幅
―
―
―
十
五
緯
、

慈
父
一
周
忌
の
た
め
に
観
応
二
年
十
一
月
造
立
、
種
子
は
勢
至
菩
薩
で
あ
る
。
宮
城

県
に
お
け
る
板
碑
の
初
発
期
を
一
応
文
永
九
年
を
最
上
限
に
、
建
治
、
弘
安
年
間
頃

⑨
 

と
す
る
と
、
囚
の
観
応
二
年
（
北
朝
、

八
十
年
あ
ま
り
後
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
武
蔵
型
板
碑
の
原
型

二
条
線
の
あ
る
板
碑
が
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
し
か

も
宮
城
県
で
は
、
板
碑
の
密
集
地
帯
と
さ
れ
る
登
米
、
桃
生
郡
の
地
域
に
で
は
な
く
、

さ
ら
に
牡
鹿
郡
こ
こ
で
は
（
石
巻
、
稲
井
を
中
心
と
し
た
地
域
を
さ
す
）
に
で
は
な

く
、
石
巻
か
ら
す
れ
ば
牡
鹿
半
島
の
避
遠
の
地
に
造
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
は
宮
城
県
南
に
上
部
三
角
形
、

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
そ
の
所
在
は
不
明
と
さ
れ
、
そ
の
拓
本

す
ら
も
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
も
と
で
、

三
角
形
、

そ
れ
が
武
蔵
型
板
碑
の
よ
う
に
完
全
に
成
形
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
碑
面
に
線
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
囚
の
板
碑
に
み
ら
れ
る
頭
部

る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

私
は
た
し
か
に
、
埼
玉
県
を
中
心
に
し
て
大
量
造
立
さ
れ
た
板
碑
が
原
型
と
な
っ

て
東
北
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
板
碑
が
伝
播
し
て
く
る
時
期

に
お
い
て
原
型
と
も
い
う
べ
き
上
部
三
角
形
、
二
条
線
が
簡
単
に
失
わ
れ
て
、
主
尊
種

子
を
中
心
と
し
た
卒
塔
婆
の
内
容
だ
け
が
伝
わ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

板
碑
は
原
型
も
内
容
も
と
も
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
が
、
何
ら
か
の

二
条
線
の
板
碑
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
報
ぜ

と
も
い
え
る
頭
部
三
角
形
、

―
―
―
―
五
一
）
の
碑
は
、
初
発
期
以
来
す
で
に

理
由
で
上
部
三
角
形
、
一
一
条
線
の
原
型
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
の
理
由
を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
適
切
な
推
量
は
で
ぎ
な
い
が
、
私
が
調
査
し

た
桃
生
郡
、
牡
鹿
郡
の
板
碑
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
簡
単
に
材
質
の
関
係
と
か
、
板

碑
作
成
の
技
術
の
未
熟
さ
に
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
十
分
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
な
な
い
が
、
武
蔵
型
板

碑
の
上
部
三
角
形
、
二
条
線
が
潜
在
的
に
東
北
地
方
の
板
碑
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
狐
崎
の
観
応
二
年
の
板
碑
に
お
い
て
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、

狐
崎
の
観
応
一
一
年
の
碑
に
上
部
三
角
形
、

武
蔵
型
の
頭
部
三
角
形
、

っ
て
、

な
ぜ

二
条
線
が
刻
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に

突
然
に
し
て
原
型
に
近
い
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、

も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
、
宮
城
県
い
や
東
北
地
方
に
伝
わ
っ
た
板
碑
の
形
式
は

に
分
離
す
る
こ
と
な
く
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
頭
部
一
＿
一
角

二
条
線
と
い
っ
た
形
式
は
は
っ
き
り
し
た
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
は
解
明
す
る
手
掛
り
を
も
た
な
い
が
、

狐
崎
小
祝
浜
の
観
応
二
年
の
板
碑
に
線
刻
で
は
あ
る
が
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ

そ
れ
が
板
碑
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
潜
在
的
に
伝
わ
っ
て
い
た
と

す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
る
と
、
観
応
二
年
の
板
碑
に
刻
さ
れ
て
い
る

頭
部
三
角
形
、
二
条
線
の
形
式
が
狐
崎
の
人
々
の
意
識
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ

ば
、
板
碑
の
頭
三
角
形
・
ニ
条
線
の
形
式
が
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
表
面
に
現
わ
れ
る

こ
と
が
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
自
然
石
に
簡
単
な
加
工
を
施
し
た
だ
け
の
板
碑
と
し

て
規
定
さ
れ
て
い
た
宮
城
県
の
登
米
、
桃
生
、
牡
鹿
郡
の
板
碑
の
中
で
、
少
な
く
と
も
、

頭
部
が
三
角
形
に
近
い
形
の
板
碑
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
意
識
的
に
加
工
さ
れ
て
い
る

か
を
再
点
検
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
石
巻
地
方
の
板
碑
の
中
に
は
、

形
、

二
条
線
の
形
式
と
板
碑
の
卒
塔
婆
と
し
て
の
内
容
が
と
も

J

の
こ
と
は
頭
部
三
角
形
、

―
一
条
線
の
原
型
が
新
し
い
板
碑
の
形
と
し
て
伝
わ
っ
た

6
 



（頭部前部分図） （全体 図）

は
っ
き
り
と
頭
部
を
三
角
形
に
加
工
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
多
数
在
在
す

る
。
板
碑
の
頭
部
三
角
形
、

狐
崎
小
祝
浜
の
観
応
二
年
の
碑
を
中
心
に
し
て
板
碑
形
式
の
伝
播
と
い
う
こ
と
を
論

じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
⑪
古
川
市
堤
根
天

寿
庵
の
弘
安
二
年
（
一
―
―
七
九
）
碑
お
よ
び
、
c
石
巻
市
南
境
妙
見
八
幡
神
社
、
元

応
六
年
の
(
-
三
一
九
）
碑
を
提
示
す
る
。

⑪
古
川
市
堤
根
天
寿
庵
、
弘
安
―
一
年
阿
弥
陀
三
尊
板
碑

二
条
線
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

こ
の
板
碑
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
宮
城
県
の
板
碑
の
初
発
期
の
も
の
で
、
頭
部
は

狐
崎
小
祝
浜
の
線
刻
と
ち
が
っ
て
ほ
ぽ
―
―
一
角
形
に
調
整
さ
れ
て
お
り
、
一
一
条
線
は
は

っ
き
り
と
刻
さ
れ
て
い
る
。
材
質
は
砂
岩
（
粘
板
岩
質
）
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
厚

み
の
あ
る
板
碑
で
あ
る
。

こ
の
板
碑
の
頭
部
の
区
画
線
は
、
武
蔵
型
板
碑
の
頭
部
之
留
形
に
通
じ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
碑
の
頭
部
全
体
が
区
画
線
に
合
わ
せ
て
調
整
さ

れ
て
い
る
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
囚
、
⑪
、
c
の
―
―
―
基
の
観
察
か
ら
、

7
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通
常
、
東
北
型
板
碑
と
し
て
、
そ
の

形
態
が
部
厚
く
、
自
然
石
に
近
い
も
の
が
多
く
、
頭
部
に
あ
る
額
部
の
張
り
出
し
が

著
し
く
高
い
も
の
と
す
る
小
沢
国
平
氏
の
説
明
は
も
ち
ろ
ん
、
服
部
清
道
氏
の
い
う

東
北
地
方
の
多
く
の
板
碑
が
頭
部
の
加
工
な
ぎ
、
又
面
部
の
加
工
な
き
自
然
石
そ
の

ま
ま
を
用
い
た
る
は
、
材
石
の
関
係
も
あ
り
、
地
方
文
化
の
も
つ
特
質
で
も
あ
ろ
う

が
、
―
つ
に
は
板
碑
造
立
の
思
想
を
移
入
す
る
際
に
、
そ
の
形
式
を
知
ら
ず
し
て
単
に

そ
の
表
面
的
な
様
式
と
信
仰
実
質
の
み
を
移
入
し
た
と
す
る
論
は
、
少
な
く
と
も
宮

⑰
石
巻
市
南
境
妙
見
、
八
幡
神
社
、
元
応
六
年
碑



現
在
、
全
国
で
最
古
の
板
碑
は
埼
玉
県
大
里
郡
江
南
村
所
在
の
廃
禄
一
―
―
年
（
一
―
―
ニ

五
）
の
阿
弥
陀
一
云
一
尊
画
（
図
）
像
板
碑
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
宮
城

県
の
最
古
の
板
碑
に
つ
い
て
は
種
々
の
意
見
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
県
内
板
碑

の
初
発
期
は
文
永
九
年
に
上
限
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
し
か
し
、
諸
種

の
記
録
に
よ
る
と
、
建
久
、
建
仁
、
建
保
、
貞
応
年
間
に
求
め
る
記
述
が
あ
る
。
も

し
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
全
国
最
古
の
板
碑
が
宮
城
県
内
に
存

宮
城
県
主
要
文
化
財
ガ
イ
ド

74
．
迫
町
の
項
に
「
佐
沼
城
中
の
板
碑
」
と
し
て
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

' 

田
郡
韮
山
の
戦
で
戦
死
し
た
。
板
碑
に
書
か
れ
て
あ
る
梵
字
（
キ
リ
ー
ク
）
は
阿
弥

陀
如
来
を
現
わ
し
、
三
回
忌
の
佛
事
を
執
行
す
る
佛
菩
薩
な
の
で
、
建
久
二
年
八
月

．
．
．
 

十
一
日
建
立
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
、
」
と
。
ま
た
、
佐
沼
城
跡
に
あ
る
同
板
碑
の

標
柱
説
明
に
は
「
建
久
年
間
（
一
―
九
〇
し
一
―
九
九
）
に
建
て
ら
れ
た
供
養
碑
と

伝
え
ら
れ
、
県
内
最
古
の
も
の
、
梵
字
で
キ
リ
ー
ク
（
阿
弥
陀
如
来
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
他
の
文
字
は
不
明
」
と
。
こ
の
両
者
の
記
述
に
共
通
す
る
も
の
は
、
建
久
年
間

の
造
立
で
あ
り
、
種
子
は
キ
リ
ー
ク
で
あ
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
建
久
二

年
八
月
十
一
日
造
立
と
年
代
を
明
記
し
て
い
る
が
、
佐
沼
城
跡
の
標
柱
は
建
久
年
間

と
の
み
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
佐
沼
城
跡
の
板
碑
は
宮
城
県
史
•
金
石
篇
に

は
す
で
に
「
弘
安
元
年
十
一
月
四
日
」
と
記
年
銘
を
記
し
、
種
子
は
キ
リ
ー
ク
、

右
志

D

D往
生
□
口
口
亡
等
の
文
字
の
見
え
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
筆
者

が
現
地
に
お
い
て
拓
本
を
と
っ
て
得
た
こ
の
板
碑
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

二
つ
目
は
、
宮
城
県
史
•
金
石
篇
古
川
市
宮
袋
の
「
建
仁
□
年
」
の
板
碑
に
つ
い

て
で
あ
る
。
金
石
篇
で
は
こ
の
板
碑
を
解
説
し
て
「
本
碑
は
県
内
遺
碑
中
最
古
の
も

の
で
、
そ
の
造
営
に
関
し
次
の
如
き
伝
え
が
あ
る
。
建
仁
年
中
に
弁
慶
が
義
経
に
従

い
此
地
を
通
過
の
折
、
祭
壇
を
設
け
、
怨
敵
の
梶
原
家
降
伏
の
祈
犠
を
し
、
建
碑
し

て
自
ら
刻
銘
し
た
と
い
う
。
」
と
。
建
仁
年
間
は
頼
朝
の
奥
州
征
伐
か
ら
ほ
ど
遠
か

ら
ぬ
時
期
で
あ
る
の
で
、
弁
慶
、
義
経
の
伝
説
と
併
せ
て
興
味
を
そ
そ
る
も
の
が
あ

る
が
、
現
在
、
こ
の
碑
は
そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
実
物
に
当
っ
て
確
か

「
佐
沼
直
信
は
文
治
五
年
八
月
十
一
日
、
柴

す
る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

＃`字―_＿年
0
月

・登米郡迫町佐沼城内の板碑拓本

の
で
あ
ろ
う
か
。

宮
城
県
に
お
け
る
板
碑
の
初
発
期
を
何
時
の
時
期
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

直

城
県
の
板
碑
に
関
し
て
は
再
検
討
を
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

っ
た
。
板
碑
の
全
長
（
地
上
）
九
十
三
蒻
、
最
大
幅
三
十
蒻
、
厚
さ
十
翡
、
石
材
は

粘
板
岩
、
表
面
は
平
ら
に
す
る
た
め
に
調
整
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
種
子
は

や
は
り
キ
リ
ー
ク
で
、
「
弘
安
元
年
十
一
月

D」
と
読
み
と
れ
、
県
史
、
金
石
篇

に
あ
る
、
「
右
志
、
往
生
」
等
の
文
字
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
佐
沼
城
跡
の
板
碑
に
つ
い
て
の
宮
城
県
主
要
文
化
財
ガ
イ
ド

74及
び
佐
沼

城
跡
の
標
柱
説
明
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
、
県
史
•
金
石
等
の
記
述

が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
ど
の
よ
う
な
事
情
で
、
建
久
年
間
造
立
の
板
碑
に
な
っ
た

8
 



に
図
山
の
よ
う
な
板
碑
が
あ
る
。

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

お
そ
ら
く
建
仁
の
記
年
銘
は
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
つ
目
は
、
河
北
町
地
区
文
化
財
保
護
委
員
会
編
「
ふ
る
さ
と
の
文
化
財
」
古
碑

の
部
の
「
建
保
の
碑
」
で
あ
る
。
同
書
の
説
明
文
に
は
「
広
幡
八
幡
境
内
に
立
つ
。

．
．
．
．
．
．
．
．
 

碑
面
に
建
保
四
年
（
ニ
ニ
六
）
十
月
一
日
と
あ
る
c

五
十
五
人
部
落
は
仙
台
藩
に

な
っ
て
か
ら
開
拓
さ
れ
た
鉄
砲
足
軽
部
落
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
碑
も
後
年
ど
こ
か

ら
か
運
ば
れ
て
こ
こ
に
お
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
境
内
に
現
存
す

る
そ
の
他
の
二
、
三
の
古
碑
か
ら
も
そ
れ
が
推
定
で
き
る
。
こ
の
碑
も
真
偽
不
明
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

一
応
疑
の
あ
る
碑
と
し
て
い
る
。
こ
の
碑
に
つ
い

て
は
「
河
北
町
誌
（
上
）
河
北
町
の
板
碑
」
の
著
者
山
内
栄
一
氏
は
こ
れ
を
偽
碑
と
な

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
拓
本
に
よ

っ
て
調
査
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
こ
の
碑
の
紀
年
銘
は
享
保
四
年
と
あ
い
た
も
の
を

享
の
字
に
後
か
ら
手
を
加
え
て
建
に
み
せ
か
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
ら
に
こ
の
碑
は
板
碑
で
は
な
く
庚
申
供
養
か
観
音
講
の
碑
で
あ
っ
て
、
下
段
に
一
―
―

十
数
名
の
女
性
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
は
川
古
市
極
楽
寺
蔵
の
「
貞
応
の
碑
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
正
応
の
紀
年

銘
の
「
正
」
の
と
こ
ろ
に
後
刻
の
あ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
板
碑
は
「
正

こ
う
し
て
、
県
内
で
年
代
的
に
古
い
と
観
察
さ
れ
る
板
碑
を
再
調
査
し
て
み
る
と

そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
後
刻
に
よ
る
記
念
銘
の
改
ざ
ん
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
宮
城
県
内
に
お
け
る
板
碑
の
発
生
時
期
は
何
時
で
あ

ろ
う
か
。
県
内
に
お
け
る
板
碑
の
初
発
期
は
何
時
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
桃
生
郡
河
北
町
三
輪
田
の
高
徳
院
（
現
在
無
住
）
の
須
弥
檀
の
か
た
わ
ら

応
四
年
」
の
紀
年
銘
を
も
っ
た
後
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
文
応
元
年
の
板
碑
を
最
古
と
す
る
宮
城
県
の
初
発
期
板
碑
の
情
況
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
初
発
期
の
時
期
を
文
応
元
年
(
―
二
六

0
)
を
上
限
に
、
文

永
、
建
治
、
弘
安
年
間
に
い
た
る
約
一
―
―十
年
間
と
し
て
観
察
し
て
み
る
と
表
①
の
よ

ー`，ー
(1)

う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
表
を
現
行
市
町
村
区
分
図
に
図
示
し
て
み
る
と
図
②
の

よ
う
に
な
る
。
河
北
町
の
文
応
元
年
の
碑
を
別
格
と
し
て
、
宮
城
県
の
板
碑
は
、
文
永

九
年
な
い
し
は
文
永
十
年
を
上
限
と
し
て
、
太
平
洋
沿
岸
部
に
集
中
的
に
造
立
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
文
永
年
間
の
板
碑
を
大
ぎ
く
ま
と
め
て
み
る
と
、
県
南
部
は

仙
台
市
、
名
取
市
を
中
心
と
し
、
県
北
部
は
矢
本
町
、
河
北
町
、
石
巻
市
に
集
中
し

ド
い
る
。
こ
れ
ら
文
永
年
間
の
板
碑
造
立
の
地
域
の
う
ち
、
矢
本
町
の
四
基
は
注
目

あ
る
と
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
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こ
の
板
碑
は
す
で
に
桃
生
郡
誌
（
大
正
十
二
年
発
行
）
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ

大
歳

の
中
で
、
上
部
欠
落
の
た
め
紀
年
銘
の
「
應
元
年
痣
旧
」
の
記
述
よ
り
文
応
元
年
（

ご
一
六

0
)
の
板
碑
と
し
て
い
る
。
ま
た
河
北
誌
「
河
北
町
の
板
碑
」
の
著
者
山
内

栄
一
氏
も
同
様
に
「
誌
」
の
記
述
か
ら
文
応
元
年
の
板
碑
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
上
部
欠
落
の
た
め
干
支
の
「
庚
申
」
か
ら
判
定
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
後
刻
の

い
ま
の
と
こ
ろ
こ
の
板
碑
が
宮
城
県
最
古
の
板
碑
で

I 
（高さ~88cm ・幅~28cm)



に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
四
基
は
い
ず
れ
も
矢
本
町
大
塩
地
区
に
造
立
さ

れ
て
お
り
、
文
永
十
年
八
月
彼
岸
七
番
の
紀
年
銘
を
も
つ
石
北
吋
の
組
合
せ
を
も
つ

種
子
、
清
泰
寺
の
五
仏
（
竹
石

I
刀
｀
刃
）
に
み
ら
れ
る
内
容
の
豊
富
さ
は
、
仙
台
市

澱
橋
の
文
永
十
年
の
碑
と
と
も
に
初
発
期
板
碑
の
考
察
に
―
つ
の
方
向
を
示
唆
し
て

く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
初
発
期
の
時
期
を
文
永
年
間
か
ら
弘
安
年
間
に
幅
を
広
げ

て
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
の
密
集
地
を
市
町
村
別
に
観
察
す
る
と
、
石
巻
市
、
矢
本

町
、
河
北
町
、
仙
台
市
、
名
取
市
の
各
市
町
に
な
る
。
文
永
年
間
に
限
定
し
て
考
察
し

た
結
果
と
同
じ
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
こ
の
地
域
に
初
発
期
の
板
碑
が

集
中
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
巻
市
は
粘
板
岩
の
産
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で

（表 1)

宮城県における初発期板碑

け
を
何
に
求
め
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

石
材
の
関
係
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
河
北
町
に
お
い
て
は
石
巻
市
の

よ
う
に
石
材
が
多
量
に
採
堀
さ
れ
た
様
子
は
な
い
が
、
地
層
と
し
て
は
十
分
に
粘
板

岩
の
採
堀
に
適
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
矢
本
町
大
塩
地
区
は
粘
板
岩
の

採
堀
は
お
ろ
か
、
他
の
石
材
も
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
地
域
で
あ
る
。
そ
の
矢
本

町
大
塩
地
区
に
文
永
、
建
治
、
弘
安
に
わ
た
る
板
碑
が
、
県
内
の
他
の
地
区
に
優
先

す
る
よ
う
な
状
況
で
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
初
発
期
板
碑
の
造
立
を
簡
単
に
石

材
の
問
題
と
し
て
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く

れるものであろう。そうであるならば宮城県における板碑造立のきっか

＼ 地域 文
応文 永 建 治 弘 安

角田市 1 

名取市 2 3 11 

仙台市 3 5 7 

多賀城市 3 

塩釜市 1 

利府町 1 

富谷町 1 

大和町 1 

松島町 1 1 5 

鳴瀬町 1 1 1 

矢本町 4 7 4 

河南町 2 

桃生町 1 

河北町 1 1 3 10 

雄勝町 2 

女川町 1 

石巻市 2 1 18 

南郷町 1 

小牛田町 2 

松山町 1 

古川市 1 1 

岩出山町 1 

高清水町 1 

米山町 1 

南方町 1 1 

迫 町 2 

中田町 2 

1 14 24 81 
10 
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る。
板
碑
は
卒
塔
婆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
宮
城
県
に
お
い
て
も
変
ら
な
い
。
そ
こ
か

ら
板
碑
は
宗
教
上
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
板
碑
造

立
を
宗
教
上
の
産
物
と
し
て
の
み
考
え
る
の
も
片
手
落
ち
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
板

碑
造
立
は
何
ら
の
卒
塔
婆
供
養
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
は
言
を
ま
た
な
い
。
こ
と
に
宮
城
県
の
板
碑
が
武
蔵
型
に
源
流
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
人
間
集
団
の
移
動
と
結
び
つ
け
て
考
察
さ
る
べ
き
こ
と

は
至
極
自
然
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
ら
ば
、
卒
塔
婆
造
立
と
い
う
宗
教
的
教
養

を
も
っ
て
い
た
集
団
と
は
い
か
な
る
集
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

す
な
わ
ち
、
文
永
、
建
治
、

の
銘
文
、

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
河
北
町
、

首
藤
氏
に
よ
る
統
治
、

の
関
係
、

県
に
お
け
る
初
発
期
板
碑
の
比
較
的
多
く
造
立
さ
れ
て
い
る
地
は
、

そ

れ
ら
が
な
ぜ
、
文
永
年
間
を
上
限
と
す
る
時
期
に
宮
城
県
に
お
い
て
板
碑
の
造
立
を

開
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
中
世
武
士
団
の
東
北
へ
の

本
格
な
移
住
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

の
板
碑
が
多
い
矢
本
町
大
塩
地
区
は
、
文
治
五
年
の

頼
朝
に
よ
る
奥
羽
征
伐
の
後
、
後
三
年
の
役
の
勇
士
鎌
倉
権
五
郎
景
政
の
孫
で
相
模

国
三
浦
郡
長
柄
（
江
）
村
の
出
身
で
あ
る
長
江
太
郎
義
景
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

長
江
太
郎
義
景
は
、
頼
朝
の
全
国
平
定
後
も
彼
の
側
近
に
あ
っ
て
、
大
塩
に
は
移
住

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
塩
の
地
が
長
江
氏
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
は
他

の
史
料
か
ら
も
確
定
で
き
る
し
、
大
塩
澗
洞
院
の
文
永
の
碑
の
中
に
あ
る
「
長
江
之
」

さ
ら
に
は
大
塩
新
山
神
社
囲
い
に
あ
る
弘
安
―
―
年
八
月
十
五
日
の
板
碑
に

み
ら
れ
る
「
大
施
主
平
景
氏
」
の
銘
文
か
ら
も
長
江
氏
と
大
塩
の
関
係
を
推
察
す
る

と
く
に
旧
二
俣
村
に
お
け
る
山
内

そ
し
て
山
内
首
藤
氏
と
仙
台
地
方
を
治
め
て
い
た
留
守
氏
と

さ
ら
に
は
石
巻
市
に
お
け
る
葛
西
氏
に
よ
る
統
治
等
を
考
え
る
と
、
宮
城

い
ず
れ
も
有
力

な
鎌
倉
武
士
団
と
の
か
か
わ
り
が
強
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
鎌
倉
武
士
団
が
関
東

の
地
に
お
い
て
な
じ
ん
で
い
た
板
碑
造
立
の
風
習
を
東
北
移
住
と
と
も
に
伝
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
頼
朝
に
よ
る
奥
羽
征
伐
は
文
治
五
年
（
一
―
八
九
）
で
あ
り
、

早
い
と
さ
れ
る
宮
城
県
の
板
碑
造
立
は
文
永
九
年
(
―
二
七
二
）
か
ら
文
永
十
年
に

か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
一
八

0
年
間
の
空
白
を
ど
う
説
明
す
る
か
。
少
な
く
と
も
最

古
の
板
碑
と
さ
れ
る
埼
玉
県
大
里
郡
江
南
村
所
在
の
嘉
禄
一
―
―
年
(
―
ニ
ニ
五
）
の
阿

弥
陀
三
尊
画
像
板
碑
の
出
現
か
ら
で
も
五
十
年
は
経
過
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
意

味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
葛
西
氏
、

長
江
氏
、

関
東
に
お
け
る
板
碑
造
立
に
手
を
染
め
て
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
埼
玉
県
を

中
心
に
し
て
大
量
に
造
立
さ
れ
た
板
碑
の
年
代
的
考
察
か
ら
も
推
定
で
ぎ
る
。
そ
れ

ろ
う
か
。

が
、
五
十
年
も
経
過
し
た
後
に
や
っ
と
宮
城
の
地
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ

五
十
年
と
い
う
期
間
を
板
碑
造
立
に
よ
る
文
化
伝
播
の
時
間
で
あ
る
と
考

え
れ
ば
、
単
に
早
い
、

は
弘
安
十
年
十
一
月
七
日
に
没
し
て
い
る
し
、

山
内
首
藤
氏
等
の
鎌
倉
武
士
団
は

お
そ
い
と
い
う
時
間
の
問
題
と
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、

あ
ま
り
に
も
早
急
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
治
五
年
か
ら
文
永
十
年
ま
で
に
は

百
八
十
年
あ
ま
り
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
各
氏
族
に
お
け
る
相
続
の
代
数
も
一
二
代

か
ら
四
代
ぐ
ら
い
に
は
当
る
年
数
で
あ
る
。
葛
西
氏
に
つ
い
て
こ
の
百
八
十
年
間
を

考
察
し
て
み
る
石
巻
の
日
和
山
築
城
は
四
代
清
経
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
清
経

さ
か
の
ぼ
っ
て
一
二
代
清
時
は
文
永
七

期
と
重
ね
合
せ
て
み
る
と
、
文
永
十
年
と
い
う
時
期
は
、

比
較
的

年
十
二
月
八
日
に
没
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
を
石
巻
地
方
に
お
け
る
板
碑
造
立
の
時

四
代
清
経
の
治
世
と
い
う

年
間
と
い
う
の
は
、

こ
と
に
な
る
。
私
が
宮
城
県
の
板
碑
初
発
期
と
し
て
設
定
し
た
文
永
、
建
治
、
弘
安

は
か
ら
ず
も
四
代
清
経
の
治
世
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
石
巻
日
和
山
城
は
初
代
清
重
の
築
城
で
あ
る
と
す
る
記
録
は
た
し
か
に
多
い
。
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状
況
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
事
実
を
側
面
か
ら
補
強
す
る
史
料
は
と
ぼ
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
四

代
清
経
と
す
る
記
録
は
少
な
い
。
し
か
し
、
清
経
に
よ
る
石
巻
日
和
山
城
の
築
城
が

事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
よ
う
に
宮
城
県
内
の
初
発
期
板

碑
の
造
立
と
清
経
石
巻
城
築
城
の
時
期
は
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
清
経

に
よ
る
石
巻
城
築
城
を
板
碑
造
立
と
い
う
他
の
文
化
現
象
と
合
せ
て
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
清
経
の
事
蹟
を
側
面
か
ら
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
石
巻
城
の

築
城
は
単
に
軍
事
的
に
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
先
祖
供
養
の
た

め
の
板
碑
造
立
が
は
じ
ま
る
程
に
領
内
は
安
定
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
経
に
よ
る
石
巻

城
築
城
説
は
完
全
に
説
明
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
石
巻
城
そ
の
も
の

の
存
在
が
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
象
が
あ
る
程
度
、

板
碑
造
立
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
こ
と
の

よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
鎌
倉
武
士
団
が
所
領
の
細
分
化
、
領
主
間
の
相
論
の
激
化
な

ど
、
地
頭
支
配
の
危
機
と
も
い
う
べ
き
困
難
な
事
態
を
む
か
え
て
所
領
支
配
を
現
地⑩

 

住
人
に
ま
か
せ
て
お
け
な
く
て
、
鎌
倉
か
ら
契
羽
の
地
に
本
格
的
に
移
住
し
て
く
る

と
い
う
政
治
的
な
動
き
と
も
時
期
的
に
重
ね
合
わ
さ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
葛
西

氏
の
本
格
的
な
輿
羽
へ
の
移
住
は
文
永
年
間
を
そ
う
遠
く
は
な
い
時
期
に
達
成
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
し
、
板
碑
造
立
も
こ
う
い
う
政
治
現
象
に
随
伴
す
る
か
た
ち
で
広
ま

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
仙
台
、
名
取
地
方
の

文
永
十
年
代
と
い
う
時
期
は
関
東
か
ら
奥
羽
に
移
住
し
て
来
た
鎌
倉
団
が
着
実
に

領
内
を
治
め
得
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文

永
十
年
代
と
い
時
期
は
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
は
元
と
の
関
係
が
緊
迫
の
度
を
加
え
、

文
永
十
一
年
十
一
月
五
日
に
は
元
軍
（
蒙
古
兵
）
‘
-
―
-
万
、
船
舶
九

0
0艘
が
対
島
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宮
城
県
の
板
碑
文
献
目
録
参
照
ー
宮
城
い
し
ぶ
み
会
ー
⑨
後
述

平
沢
石

⑦
 
傍
点
筆
者

⑧
 
清
水
東
四
郎

①
 

R
 

も
は
じ
ま
っ
た
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
。

に
来
襲
し
、
宗
助
国
が
戦
死
す
る
と
い
う
、
非
常
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
後
世
の
人
々
は
鎌
倉
期
の
板
碑
を
称
し
て
「
蒙
古
の
碑
」
と
唱
え
て

い
る
が
、
こ
れ
は
文
永
、
弘
安
の
役
に
仮
託
し
た
い
い
伝
え
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。
文
永
、
弘
安
の
役
に
よ
っ
て
大
勢
の
人
達
が
尊
い
生
命
を
失
っ
た
と
い
っ
て

も
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
宮
城
県
に
お
け
る
板
碑
造
立
と
結
び
つ
く
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
宮
城
県
内
に
お
け
る
文
永
、
建
治
、
弘
安
年
の
板
碑
造
立
の
気
運
は
、
領
内
の

板
碑
の
造
立
は
た
し
か
に
宗
教
的
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
の
行
わ
れ

得
る
社
会
情
勢
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
、
そ

の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
い
ま
ま
で
、

歴
史
史
料
と
し
て
は
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
な
か

っ
た
板
碑
の
造
立
と
い
う
宗
教
行

事
を
通
し
て
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
側
面
か
ら
考
察
し
た
の
が
、
こ
の
小
論
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
葛
西
氏
の
奥
羽
へ
の
本
格
的
移
住
と
は
三
代
清
時
な
い
し
は
四

代
清
経
の
時
代
で
あ
る
と
思
え
る
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
文
永
年
間
か
ら
の
板
碑
造
立

服
部
清
道
・
板
碑
概
説
し
か
し
、
年
代
的
に
古
い
も
の
ほ
ど
、
上
部
三
角

形
は
少
な
く
、
全
体
と
し
て
長
方
形
に
近
い
と
い
う
事
実
を
考
慶
す
る
と
、
一
考
の
余

地
が
あ
る
と
思
う
。
③
武
蔵
型
板
碑
、
下
穂
型
板
碑
、
東
北
型
以
外
の
形
に
つ
い
て

は
服
部
清
道
著
「
板
碑
概
説
」
を
参
照
の
こ
と
。
④
宮
城
県
の
板
碑
の
形
が
、
福
島

県
沿
岸
部
の
板
碑
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
す
こ
ぶ
る
興
味
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
R

傍
点
筆
者
（
佐
藤
）
⑥

の
世
界
」
所
収
、
入
間
田
宣
夫
•
鎌
倉
幕
府
と
奥
羽
両
国
参
照

⑩
「
中
世
奥
羽

lV 

政
治
状
勢
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
方
が
隠
当
の
よ
う
に
思
え
る
。



中
村
氏
系
図
「
中
村
逹
雄
氏
所
蔵

｀
 

石

垣

中
村
家
譜
」

葛
西
氏
系
図
「
高
野
山
葛
西
坊
五
大
院
所
蔵
葛
西
氏
系
図
」
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あ
る
。 第

二
類

葛
西
氏
の
研
究
は
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
葛
西
氏
の
系
図
に
つ
い
て
も
『
岩
手
県
史
』

等
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
研
究
さ
れ
て
い
る
。
葛
西
氏
系
図
に
は
『
岩
手
県
史
』
に
よ

第
三
類

奥
州
葛
西
記

『
宮
城
県
史
』

（
岩
手
県
史
―
―
巻
「
葛
西
氏
系
図
の

三
類
型
」
）

葛
西
盛
衰
記

仙
台
葛
西
家
系
図
、
登
米
龍
源
寺
系
図

葛
西
真
記
録

『
石
巻
市
史
』

中
世
史
に
つ
い
て
も
、
特
に
葛
西
氏
に
つ
い
て
の
研
究
も
全
く
し
て
い
な
い
た
め
に

こ
こ
に
史
料
と
し
て
紹
介
す
る
し
か
な
い
が
、
市
図
書
館
の
橋
本
晶
先
生
に
拝
借
し

た
「
高
野
山
葛
西
坊
系
図
」
を
読
ん
だ
の
で
載
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
わ
け
で

こ
の
「
高
野
山
系
図
」
に
よ
る
と
、
初
代
清
重
の
所
に
は
、
文
治
五
年
九
月
陸
奥

国
留
守
所
に
任
ぜ
ら
れ
、
伊
澤
、
磐
井
、
江
刺
、
登
米
、
桃
生
、
牡
鹿
、
本
吉
の
諸

郡
を
与
え
ら
れ
、
平
泉
に
居
住
し
、
建
久
五
年
四
月
に
登
米
郡
寺
池
邑
に
移
り
住
ん

だ
と
あ
る
。
二
代
目
の
朝
清
は
、
清
重
の
六
男
で
、
建
保
四
年
に
家
督
を
相
続
し
て

陸
奥
国
留
守
所
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
晴
信
の
所
に
は
、

月
、
秀
吉
の
小
田
原
参
陣
へ
の
遅
参
を
理
由
に
所
領
を
没
収
さ
れ
、
晴
信
は
加
賀
前

田
利
家
に
預
け
ら
れ
て
慶
長
二
年
四
月
十
九
日
に
加
賀
国
で
没
し
た
と
あ
る
。
晴
信

の
最
期
に
つ
い
て
は
、
自
刃
、
殺
害
、
生
存
の
三
説
が
あ
り
、
生
存
説
と
し
て
は
こ

の
系
図
と
、
「
葛
西
真
記
録
」
「
気
仙
郡
熊
谷
豊
後
守
宛
書
簡
」

天
正
十
八
年
十
一

（
石
巻
市
史
一
巻
）

に
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
系
図
は
、
初
代
清
重
の
次
に
、
六
男
の
朝
清
が
家
督
を

つ
い
で
い
る
が
、
長
男
か
ら
五
男
ま
で
の
者
で
な
く
六
男
が
つ
い
だ
と
あ
り
、
庶
子

の
系
図
で
は
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
如
何
。
他
の
資
・
史
料
を
も
と
に
詳
細
な

検
討
、
考
察
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
史
料
紹
介
と
し
て
お
き
た
い
。

盛
岡
葛
西
家
系
図
、
飯
野
川
源
光
寺
牌
名
、
高
野
山
葛
西
坊
系
図
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「
中
村
家
譜
」
は
、
東
京
に
居
住
さ
れ
て
い
る
中
村
達
雄
氏
所
蔵
の
文
書
で
、
中

村
氏
が
か
つ
て
石
巻
に
来
ら
れ
て
橋
本
先
生
に
い
ろ
／
＼
た
ず
ね
ら
れ
、

そ
の
後
自

宅
の
資
料
整
理
中
に
、
先
祖
の
中
村
庄
右
衛
門
に
関
す
る
文
書
を
見
つ
け
ら
れ
た
。

そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
て
橋
本
先
生
に
送
ら
れ
た
の
を
拝
借
し
て
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

中
村
庄
右
衛
門
に
つ
い
て
は
安
永
二
年
の

「
牡
鹿
郡
陸
方
門
脇
村
品
替
之
御
百
姓

（
宮
城
県
史

26風
土
記
）
に
あ
る
の
み
で
、
他
に
史
料
は
な
く
明
確
で
は
な

か
っ
た
が
、
こ
の
家
譜
に
よ
り
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
た
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。

「
中
村
家
譜
」
に
よ
る
と
、
寛
延
四
年
に
忠
山
公
の
代
、
先
祖
の
功
績
が
認
め
ら
れ

て
、
四
代
目
定
茂
の
時
に
「
中
村
」
の
姓
を
称
す
る
の
を
許
さ
れ
て
い
る
。
中
村
家

は
、
庄
右
衛
門
定
春
を
租
と
し
、
明
石
の
人
で
、
寛
永
十
―
―
一
年
貞
山
公
政
宗
に
桃
生

郡
糖
塚
に
於
い
て
謁
見
を
許
さ
れ
た
。
伊
達
政
宗
は
、
寛
永
十
一
―
―
年
、
七
十
オ
の
時

正
月
十
九
日
御
鹿
猟
と
し
て
桃
生
郡
横
川
、
名
振
へ
出
か
け
て
い
る
が
（
『
貞
山
公

治
家
記
録
』
巻
之
三
十
九
上
）
、

そ
の
折
正
月
二
十
八
日
須
江
村
糖
塚
で
謁
見
を
許

さ
れ
、
御
座
船
棟
梁
兼
船
横
目
棟
梁
を
命
ぜ
ら
れ
、

え
ら
れ
て
い
る
。
定
春
は
最
初
湊
邑
大
河
岸
に
居
住
し
た
が
、
仙
台
藩
で
米
蔵
設
置

の
た
め
に
寛
文
六
年
田
町
に
敷
地
を
賜
り
、

四
月
に
五
両
、
六
人
扶
持
を
与

の
ち
延
宝
六
年
宅
地
を
購
入
し
て
門
脇

邑
中
町
に
居
住
し
た
と
あ
る
。
義
山
公
の
初
め
に
御
座
船
「
鳳
凰
丸
」
を
、
寛
文
―
―
―

る
。
さ
ら
に
寛
文
十
一
年
「
水
取
船
」
を
造
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
海
岸
と
御
座
船

を
連
絡
す
る
船
と
見
ら
れ
る
が
、
御
座
船
は
通
常
松
島
に
お
か
れ
て
い
た
。
庄
右
衛

門
定
春
が
来
る
前
に
は
「
四
板
船
」
と
い
っ
て
米
四
百
俵
を
積
む
船
で
米
を
運
ん
で

い
た
が
、
定
春
と
彼
を
し
た
っ
て
諸
国
よ
り
集
ま
っ
た
船
大
工
に
よ
り
、
以
後
大
船

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
政
宗
の
江
戸
廻
米
政
策
と

合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
造
船
地
は
北
上
川
河
口
近
く
の
現
在
の
中
瀬
の
上
流
に
あ

年
肯
山
公
の
初
め
「
孔
雀
丸
」
、
寛
文
九
年
練
習
船
「
小
鷹
丸
」
を
建
造
し
て
い

書
出
」

第
一
類

る
と
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。



③
中
村
庄
右
衛
門
（
初
孫
右
衛
門
）

元
禄
七
年
し
享
保
十
六
年

R
中
村
庄
右
衛
門
（
初
三
之
丞
）

寛
文
十
一
年
し
元
禄
十
年

八
中
村
家
譜
＞

っ
た
上
仲
瀬
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
石
巻
の
絵
図
に
み
ら
れ
る
。
定
春
は
、
寛
文

十
一
年
六
十
九
オ
で
な
く
な
り
、
湊
多
福
院
に
葬
ら
れ
た
。
現
在
定
春
の
墓
碑
が
多

福
院
本
堂
の
左
側
に
立
っ
て
い
る
。
定
春
の
の
ち
、
幕
末
ま
で
御
座
船
孔
雀
丸
、
鳳

凰
丸
、
小
鷹
丸
が
何
回
か
造
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
孔
雀
丸
、
鳳
凰
丸
の
船
型
、
大

き
さ
等
は
、
設
計
図
が
な
い
た
め
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
外
部
は
黒
漆
塗
り

の
千
石
船
で
五
十
ち
ょ
う
ろ
で
漕
ぐ
大
船
だ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
御
座
船
の
船

名
額
は
、
孔
雀
丸
は
松
島
瑞
巌
寺
に
、
鳳
凰
丸
は
塩
釜
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

「
二
枚
の
額
は
い
ず
れ
も
タ
テ
七
二
•
五
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
一
一
一
•
五
セ
ン
チ
の
ケ

ヤ
キ
材
に
幕
府
の
書
家
佐
々
木
玄
竜
の
筆
で
船
名
が
書
ぎ
こ
ま
れ
、
刻
印
が
あ
る
。

周
囲
が
雲
竜
と
波
の
彫
刻
で
飾
ら
れ
、
い
ず
れ
も
極
彩
色
で
部
分
的
に
金
泥
が
塗
ら

れ
て
お
り
、
船
玉
（
船
名
板
）
で
は
な
く
藩
主
の
居
間
の
欄
間
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た

額
で
、
孔
雀
丸
の
額
の
裏
面
に
、
明
治
二
十
九
年
に
佐
沢
広
辟
ら
が
納
め
た
」
と
い

う
。
（
サ
ン
ケ
イ
新
聞

5
6
.
4
.
1
5
)
。
小
鷹
丸
の
船
名
額
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
「
門
脇
村
品
替
之
御
百
姓
書
出
」
と
「
中
村
家
譜
」
よ
り
七
代
ま
で
の
名
を
記

し
て
お
く
。

八
牡
鹿
郡
陸
方
門
脇
村
品
替
之
御
百
姓
書
出
＞

①
中
村
庄
右
衛
門
（
初
助
太
郎
）

御
座
舟
棟
梁
泳
御
舟
横
目
大
工
棟
梁
役

寛
永
十
三
年
し
寛
文
十
一
年

①
中
村
庄
右
衛
門
（
助
太
郎
）
定
春

寛
文
十
一
年
九
月
十
四
日
没

69オ

法

名

十

干

宗

哲

②
中
村
庄
右
衛
門
（
三
之
丞
）
勝
行

元
禄
十
年
九
月
十
四
日
没

54オ

法
名
元
一
二
利
光

R
中
村
庄
右
衛
門
（
孫
右
衛
門
）
勝
房

享
保
十
八
年
七
月
二
日
没

72オ

法

名

法

済

恵

空

以
上

天
明
八
年
正
月
六
日

一
、
松
長
弐
間
弐
寸
五
歩
角
百
八
本

右
之
通
南
部
慶
次
郎
江
戸
台
所
穀
為
差
登
申
候
海
上
通
御
手
形
御
出
可
被
下
候

一
、
筵
包
樽
荷

一
、
菰
包
物

箇

賄
物
入

六
箇

味
噌
入

一
、
米

⑥
中
村
助
太
郎

R
中
村
惣
兵
衛

⑦
中
村
長
兵
衛

千
九
百
五
拾
俵

但
壱
俵
―
―
付
四
斗
―
―
―
升
入

覚

④
中
村
庄
右
衛
門
（
初
長
兵
衛
）

正
徳
二
年
し
明
和
三
年

④
中
村
庄
右
衛
門
（
長
兵
衛
）
定
茂

明
和
―
―
一
年
三
月
廿
五
日
没

74オ

法

名

駕

得

法

船

⑦
中
村
長
兵
衛
定
陳

免
石
粗
米
共

（
中
村
家
文
書
）

西
野
助
右
衛
門

川
村
多
右
衛
門

石
巻
半
右
衛
門
拾
六
人
乗

船
頭
孫
右
衛
門

⑥
中
村
助
太
郎
定
好

明
和
七
年
六
月
廿
―
―
日
没

28オ

法

名

恭

安

鍛

公

R
中
村
惣
兵
衛
定
盈

宝
暦
九
年
八
月
廿
四
日
没

38オ

法

名

鷲

林

恵

峯
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々
若
狭
元
綱
署
名
貼
印
公
案
今
歳
干
家
十
六
年
七
月
義
山
公
初
造
鳳
凰
丸
舟

ニ

ー

所
乗
者
謂
之
座
船
棟
梁
兼
船
横
目
船
大
工
棟
梁
如
今

þÿN�0Ë0�N�0�N
0�0Ë0�N�0�0ì

二

名
乃
奉
謁
公
干
桃
生
郡
糖
塚
邑

ー

ニ （
笹
か
）

附
輿
篠
町
新
左
衛
門
元
清
書
於
定
春
以
来
干
仙
豪

上
―
―

下――

梅
津
仁
右
衛
門
某
語
云

移
今
之
地
定
春
播
州
明
石
之
人
也
貞
山
公
末
寛
永
十
二
年
某
月
定
春
在
江
戸
日

―
―
―
 

――
 

宜
山
公
初
會
造
官
稟
十
一
月
賜
地
於
同
邑
田
町
以
移
延
宝
六
年
六
月
私
買
其
宅
以

レ
―
―
―

稟
六
口
今
住
牡
鹿
郡
門
脇
邑
中
町
元
祖
定
春
住
本
郡
湊
邑
大
河
岸
寛
文
六
年

助
太
郎
定
春
為
祖
其
ノ
裔
為
船
棟
梁
兼
船
横
目

レ

―

―

―

――

中
村 中

村

家

譜

是
歳
四
月
十
七
日
賜
五
両
六
口
挙
座
船
公

―

―

―

―

―

 

汝
来
我
藩
官
可
以
挙

――

―

―

―
―
 

又
船
大
工
棟
梁

是
歳
十
二
月
老
臣
佐
々
若
狭
元
綱

明
年
正
月
廿
八
日
元
清
呼
定
春

二

老
臣
奥
山
大
学
常
良
佐

給
金
五
両

二

此
＞
則
第
四
世
ノ
孫
庄
右
衛
門
定
茂
時
也
姓
ハ
源
不
知
其
先
以
庄
右
衛
門
初
称

レ
―
―
―

寛
延
四
年
七
月
廿
九
日
、
忠
山
公
ノ
之
世
寡
由
先
祖
之
功
ヲ
許
ス
永
ク
称
氏

下
I
-

―
上
―
―

I
~

本
邑
伊
原
山
法
山
寺
初
号
月
光
山
日
輪
寺
不
詳
何
僧
所
創
也
以
盛
岩
和
尚

一

レ

―

―

ー

レ

―

―

山
多
福
院
至
第
二
世
庄
右
衛
門
勝
行
倶
葬
此
寺
寺
則
在
湊
邑

―

―

―

―

―

―

 

凡
三
十
六
年
寛
文
十
一
年
九
月
十
四
日
没
年
六
十
九
法
名
十
干
宗
哲
葬
干
日
輪

二

大
為
用
云

＞
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曹
洞
来
乃
出
自と一

又
無
舟
工
定
春
芳
求
諸
国
以
備
芙
自
此
造
船
之
用
足
芙
定
春
居
職

―

―

―

ニ

ー

レ

レ

V

初
無
輸
穀
舟
但
用
四
板
船
（
舟
名
）
積
四
百
俵
許
者
耳
定
春
相
謀
自
造
其
舟

―

―

―

上

レ

―

―

―

―
―
レ
一

造
水
取
船
載
器
用
及
庖
厨
具
者
座
船
渡
海
之
間
用
之
此
船
常
蔵
干
松
島

――
 

雀
丸
己
城
賞
賜
練
締
一
匹
金
一
両
米
二
俵
九
年
某
月
造
小
鷹
丸
十
一
年
四
月

―

―

―

 

鹿
郡
内
在
海
濱
之
地
方
言
謂
之
遠
島
之
船
中
寛
文
三
年
四
月

ニ

ー

ニ

ー

上

――艘

肯
山
公
初
造
孔――

 

（笹）

白
洲
此
日
寄
定
春
於
山
口
篠
町
両
家
以
命
善
遇
之
定
春
陪
従
自
松
島
至
遠
島
牡

下

ニ

―

―

―

一
両
米
―
―
俵
且
奉
謁
公
干
松
嶋
在
宮
城
郡
仮
館
之
白
洲
階
前
之
地
謂
之

二

（笹）

記
重
如
篠
町
新
左
衛
門
元
清
列
座
報
命
る
賞
賜
小
袖
著
緊
衣
謂
之
小
袖

――
 

名
亦
公
所
乗
者
如
孔
雀
丸
小
鷹
丸
皆
黙
丸
者
日
本
命
楼
船
之
通
称

――
 

一
襲
金

己
成
山
口
内



以
為
裁
断
勝
房
居
職

――

I
 

.'.I. 

禄
十
六
年
某
月
肯
山
公
末
積
穀
舟
遭
暴
風
漂
着
相
馬
之
濱
官
遺
勝
房
干
其
地

於
松
島
正
徳
二
年
某
月
改
造
水
取
船
二
艘
四
年
四
月
改
造
小
鷹
丸
先
是
元

宝
水
五
年
某
月

日
自
元
禄
七
年
至
十
年
命
本
役
並
如
本
職
専
奉
事
者
以
奉
事
代
父
之
後

レ

レ

ー

ニ

―

――

年
五
十
四

慶
賜
方
金
二
片

――
 

凡
―
―
―
十
八
年

享
保
十
八
年
七
月
二
日
没

年
七
十
二

獅
山
公
初
造
源
艇
謂
近
運
積
物
之
小
船
土
俗
今
作
舷
字
不
審

――

―

下

―

―

―

上

―

―

勝
行
子
庄
右
衛
門
初
称
孫
右
衛
門
勝
房
在
朋
倅

―
―
―
 

禄
四
年
六
月
造
浮
河
之
座
船
勝
行
居
職
凡
二
十
七
年
元
禄
十
年
九
月
十
四
日
没

――レ

今
廃
貞
享
元
年
七
月
改
造
孔
雀
丸
恩
賜
如
前
始
浮
之
日
賞
賜
方
金
二
片
元

二
年
十
月
造
小
鵬
丸
寛
保
三
年
六
月
獅
山
公
末
止
改
造
之
因

レ

ニ

――
 

凰
丸
賞
賜
方
金
二
片
米
二
俵
津
奉
行
赤
井
―
―
一
郎
左
衛
門
某
為
始
浮
此
船
之
式

下

―

―

―

上

定
春
子
庄
右
衛
門

初
称
一
―
―
之
返

法
名
元
三
利
光

勝
行
延
宝
元
年
十
一
月
肯
山
公
時
改
造
鳳

――
 

為
中
興
祖
元
亀
元
年
八
月
改
為
今
号
寺
内
有

―

―

―

――

、

一

―

吉
野
先
帝
碑
世
々
為
之
牌
所

―
-
[
-

船
之
地
芙一
三
年
九
月

獅
山
公
猟
網
地
濱
亦
在
牡
鹿
郡
時
従
渡
海
事
且
賜

ニ

ー

ニ

＇
一

―

―

―

―

―

併
門
脇
之
築
日
石
巻
赴
追
波
濱
在
本
吉
郡
河
上
従
事
船
中
且
賜
謁
石
巻
出

――
 

――
’
 

謀
己
成
賞
賜
方
金
一
片
是
歳
七
月
忠
山
公
為
世
子
時
自
石
巻
在
牡
鹿
郡
然

―

―

ー

ニ

―

―

―

―

是
惟
撲
質
未
為
之
飾
至
此
命
如
鳳
凰
丸
孔
雀
両
船
華
粧
之
其
所
為
皆
従
定
茂
所

レ
　
ニ
　
一
　
ニ
　
下
　
ニ

元
文
元
年
七
月
改
造
鳳
凰
丸
恩
賜
奉
謁
如
前

―

―

-

＞

 

赴
松
島
海
上
始
乗
此
船
屡
回
視
以
賞
其
所
造
之
嘉
乃
賜
謁
干
松
島
着
船
之
地
云

ニ

ー

艇
干
松
島
慶
賜
方
金
一
片
米
一
俵

―

―

―

―

 

二
年
七
月
改
造
浮
河
之
座
船
先

―

―

レ

ー

レ

是
歳
七
月
九
日

公
自
大
代
在
宮
城
郡

――

―

―

―

―

 

其
所
費
過
半
芙
為
之
屡
来
府
下
乃
審
其
所
形
象
以
奉
問
之
已
成
是
月
又
改
造
雅

一レ

v

>

―
―
―

―――

――

―

――

―

遭
財
用
之
定
茂
曲
謀
以
省
冗
費
如
塗
飾
或
用
銅
鉄
者
皆
従
定
茂
之
所
謀
是
以
減

―

―

―

下

――

―
上

――

二
之
後
享
保
十
七
年
六
月
獅
子
公
末
改
造
孔
雀
丸
公
使
設
其
形
象
以
致
所
思
時

一
下
―
―

―
上

レ

レ

初
称
長
兵
衛
定
茂
在
佛
倅
日
自
正
徳
二
年
至
享
保
―
―
一
年
奉
官
事
猶
父
既
代

―
―
―

-
l
-――

 

法
名
法
濫
恵
空
葬
干
本
邑
姥
懐
者
自
此
以
下
皆
葬
此
地
勝
房
子
庄
右
衛
門

――
 

二

18 



日
没
年
七
十
四

謁
石
巻

延
享
二
年
五
月

法
名
駕
得
法
船

自
元
祖
庄
右
衛
門
定
春
至
曽
孫
庄
右
衛
門
定

ニ

ー

ニ

称
述
自
幼
至
老
之
積
労
以
賜
方
金
五
片

ニ

レ

レ

一

―

―

―

居
職
凡
五
十
五
年

レ

也
後
来
皆
従
此
法
因
為
永
世
之
益
最
多

ニ

ー

ニ

ー

為
之
自
享
保
七
年
至
明
和
三
年
四
十
五
年
間
所
裁
省

二

レ

―

-

＞

今
公
初

金
五
百
四
十
四
両
一
―
一
歩
余

宝
暦
十
二
年
八
月
廿
七
日

明
和
三
年
三
月
廿
五

茂
議
之
鮮
旧
舟
以
分
折
之
惟
貸
板
材
如
釦
或
鋸
等
則
去
錮
以
用
乃
不
求
新
賣
之

レ

ニ

ー

レ

―
―
―
―
―
 

皆
察
察
之
凡
舟
経
年
或
損
傷
者
初
以
完
舟
棗
之
加
其
所
易
者
於
新
造
之
用
云

定

所
費
於
是
有
其
造
船
則
必
就
之
且
摺
エ
人
以
相
従
大
者
無
論
至
如
舟
具
之
細
者

レ

レ

―

―

一レ

薩
候
謝
賜
方
金
二
片
琉
球
国
薩
候
所
制
因
然
又
命
裁
省
封
内
海
造
官
船
間
其

＞

下

工
十
数
人
於
石
巻
以
補
其
所
損
傷
舟
具
之
不
足
者
惟
新
作
之
為
善
用
心
特
減
其
費

ニ

ー

レ

―

―

―

―

―

―

―

ニ

―

之
許
称
氏
侃
刀
衣
吊
官
法
不
得
農
工
商
用
此
三
者
接
外
国
人
特
許
之
乃
澤
舟

ニ

レ

レ

一

レ

レ

―

―

―

――

郡

定

茂

至

小

渕

浦

亦

在

牡

鹿

郡

給

分

濱

乃

寓

舟

之

地

也

以

監

其

船

官

為
＞
 

忠
山
公
初
會
琉
球
船
為
暴
風
漂
着
長
渡
濱
亦
在
牡
鹿

下

ニ

―

中

上

例
自
相
馬
界
至
南
部
界
海
濱
有
積
官
穀
者

ー

ニ

―

――

―

下

―

―

―

上

職
邦
君
毎
至
石
巻
濱
必
命
奉
謁
云

上

レ

――

-

＝

-

―

至
松
島
海
上
浮
孔
雀
丸
於
是
賜
謁
松
島
着
船
之
地
突
以
自
先
祖
相
績
奉
棟
梁

一

下

―

―

―

中

雀
丸
成
慶
賜
方
金
一
片
米
一
俵

――

―
 

廿
八

法
名
泰
安
儀
公

材
木
及
諸
具
以
供
其
用
五
年
干
此
突
末
成
七
年
悶
六
月
廿
二
日
不
幸
早
世
年

試
選
十
二
年
十
一
月
命
本
役
並
代
祖
父
後
明
和
一
―
―
年
有
改
造
孔
雀
丸
之
命
漸
設

峯
於
是
定
茂
立
嫡
孫
為
嗣
称
之
助
太
郎
定
好

レ

―

―

一

レ

―

―

本
役
並
居
職
僅
十
四
年

一

寛
保
元
年
三
月

19 

必

就

其

地

以

観

察

之

嘗

有

将

軍

――

―

―

―

―

――― 

然
及
定
陳
承
家
則
未
一
至
石
巻
是
以
姑
闊
前

――

一

レ

三

―

―

-

＝

-

公
自
塩
寵
在
宮
城
郡

二

―

ニ

―

無
子
立
弟
為
嗣
称
之
長
兵
衛
定
陳

レ

レ

レ

―

i

定
茂
子
惣
兵
衛
定
盈

延
享
二
年
十
月

宝
暦
九
年
八
月
廿
四
日
没

年
―
―
―
十
八

宝
暦
九
年
十
一
月

安
永
二
年
関
三
月
八
日

獅
山
公
末
朋
倅
試
選
以
奉
官
事

l

-

―
 

勤
功
以
達
干
官
府
於
是
是
歳
正
月
條
疏
以
告
惜
平
不
幸
無
賞

一

中

上

レ

法
名
鷲
林
恵

今
公
初
沸
倅

明
和
九
年
七
月
孔

忠
山
公
初
命――

 

茂
四
世
相
績
善
居
其
業
併
塀
倅
就
職
者
百
五
十
六
年
干
此
芙
官
長
席
之
命
録
其

レ

下
―
―

ニ

ー

ニ

レ

―
―
―



長
保
後
裔

―

―

―

 

賛
日
父
祖
之
徳
孫
子
百
世
無
貴
無
賤
有
譜
有
系
謹
祖
追
遠
以
享
以
祭
不
居
其
先

レ

――

―

也
非
有
報
本
之
心
何
成
胎
謀
之
業

レ
―

―
レ

―

―

―

小
人
不
可
不
以
知
之
芙
農
則
農
其
農
工
則
工
其
工
商
則
商
其
商
る
可
以
報
本

――

―

―

―

-
>
 

V

レ

―

―

-

＞

衿
子
孫
之
貴
也

中

上

不
可
以
子
孫
之
貴
る
趾
先
祖
之
賤
也

レ

下

――

―

中

上

論
日
有
先
祖
賤
る
子
孫
貴
者
有
子
孫
賤
る
先
祖
貴
者
蓋
不
可
以
先
祖
之
賤
る

＞
下
―
―

嘗
輿
也
是
以
自
先
祖
世
受
置
鄭
券
以
自
由
其
所
之
焉

――

―

―

―

―

―

-

＞

 

如
輸
米
則
遣
手
代
於
其
海
濱
以
指
使
之

――
 

v

>

――
 

於
手
代
属
代
官
以
行
事
者
謂
之
手
代
将
軍
家
除
封
国
外
各
置
代
官
以
治
其
地

自
古
特
許
之
十
数
人
乃
従
其
所
損
傷
以
修
補
之
己
成
積
穀
る
発
此
時
輿
券
約

þÿNº0�SÊ_“Qvb@dP·NåOîˆÜNK]ñb�~>
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工
凡
二
百
七
十
人
余

云

惟
在
報
本
る
己
大
人
固
駄

レ

レ

不
惟
掌
造
官
船
如
此
類
棟
梁
職
皆
所

―
―
-
＞
―
-

l

>

――
 

皆
受
棟
梁
之
制
官
法
如
工
商
従
其
所
棗
各
納
官
銭
然
舟
工

―

―

―

―

―

-

＞

―

―

―
 

家
輸
送
四
方
之
米
會
官
船
往
来
其
地
亦
就
る
監
之
卒
所
属
之
上
封
内
造
船
之

―

―

―

―

―

―

―

―

―

レ

―

―

レ

V
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桓
武
天
皇

人
皇
五
十
代
帝

葬
山
列
柏
原
陸
攻
琥
柏
原
天
皇

延
暦
三
年
十
一
月
遷
都
千
山
城

國
乙
訓
郡
長
岡
城

光
仁
天
皇
第
一
之
御
子

御
母
后
大
皇
大
后
宮

高
野
氏
新
笠
贈
正
一
位
乙
禰
女

天
平
元
年
九
月
四
日
降
誕
緯
山
部

資
字
八
年
十
月
叙
従
五
位
下

被
補
大
覺
頭
侍
従

資
寵
元
年
十
一
月
叙
四
品
為
親
王

同
二
年
―
―
―
月
補
中
務
郷

同
十
年
四
月
立
太
子

天
應
元
年
四
月
―
―
―
日
受
禅

同
月
廿
五
日
御
即
位

同
十
三
年
十
月
廿
一
日
遷
都
於
山
列

葛
野
郡
平
安
城
御
在
位
廿
四
年

大
同
元
年
―
―
―
月
十
七
日
崩
御
壽
七
十

高
望
王

高
見
王

葛
原
親
王

侍

従

兵

部

大

輔

従

五

位

下

上

緯

介

羨
和
十
年
二
月
廿
日
斃
年
三
十
四

高
見
王
嫡
子
母
右
京
大
夫
藤
原
是
雄
女

宇
田
天
皇
御
宇
寛
平
元
年
五
月
八
日
賜
平
姓

延
喜
一
一
年
四
月
為
西
海
道
閾
司
下
向

居
住
干
筑
前
國
太
宰
府

同
十
一
年
五
月
四
日
於
大
宰
府
卒
年
七
十
三

無
官
元
位

仁
壽
―
―
一
年
六
月
四
日
斃
年
六
十
八

桓
武
天
皇
第
五
之
皇
子

御
母
后
負
子
参
議
多
治
比
真
人
長
野
女

式
部
卿
一
品
賜
肇
車
宣
旨

葛
原
親
王
二
男
母
参
議
藤
原
道
雄
女 22 



致
頼

良
文

寛
弘
八
年
十
二
月
二
日
於
配
所
卒
年
七
十
四
醗
認

法
名

道
静

天
暦
六
年
十
二
月
十
九
日
卒
年
六
十
七

家
之
紋
旗
赤
地
七
星
腹
日
生
出
幕
無
紋
水
色

高
望
王
五
男
母
中
宮
亮
藤
原
範
世
女

鎮
守
府
将
軍

延
喜
十
九
年
八
月
任
相
模
國
司
下
向
居
子

同
國
鎌
倉
郡
村
岡
荘
故
回
以
為
村
岡
氏

天
慶
五
年
三
月
為
鎮
守
府
腔
軍
奥
列
下
向

天
暦
元
年
九
月
依
無
嗣
子
以
舎
兄
上
綿
介
良
兼

長
男
武
蔵
守
公
雅
三
子
致
頼
為
禰
嗣

良
文
嫡
男
女
蔽
人
藤
原
斡
則
女

賞
者
武
蔵
守
公
雅
三
男
也
為
家
督

村
岡
小
五
郎
平
大
夫
従
五
位
下
備
中
橡
下
緯
守

天
禄
元
年
―
―
一
月
興
一
族
上
野
介
平
維
衡
不
和
於

関
東
合
戦
依
非
義
被
配
隠
岐
國

従
五
位
上
相
摸
守

上
総
五
郎
右
馬
介

忠
常

致
常

同
年
九
月
於
京
都
卒
年
六
十
九

致
頼
長
男
母
下
縞
守
平
良
持
女

23 

村
岡
小
平
太
左
衛
門
尉
従
五
位
上
下
綿
介

長
保
元
年
父
致
頼
起
趾
不
令
同
意
故
蒙
勃
免

同
年
八
月
任
左
衛
門
尉
為
禁
嗣
守
衛

寛
弘
元
年
―
―
月
任
下
緯
介
下
向
居
千
千
葉
郡

治
安
三
年
七
月
廿
八
日
出
家
法
名
道
階

歌
人
詞
花
集
作
者

致
常
三
男
母
左
京
大
夫
藤
原
致
家
女

村
岡
三
郎
下
綿
介
従
五
位
上
上
綿
介

寛
仁
元
年
八
月
任
上
綿
國
司
治
安
元
年
三
月

任
限
居
干
本
國
下
総
綴
千
葉
城

長
元
元
年
春
叛
逆
同
年
中
討
随
関
東
大
半

同
四
年
春
興
将
軍
源
頼
信
會
戦
討
負
一
家
没
落

忠
常
被
生
捕
上
洛
同
年
四
月
十
四
日
於
美
濃
國
缶

井
宿
病
死
年
五
十
六
法
名
常
昌



＼
 

常
長

常
膀

敷
度
戦
功

兼
嗣
子

忠
常
四
男
母
出
羽
守
平
致
成
女

長
元
四
年
四
月
一
家
没
后
伊
豆
國
司
上
野
介
平

直
方
預
之
居
干
豆
列
那
賀
郡
豊
田
郷

天
喜
元
年
三
月
安
房
判
官
代
平
維
輔
背
王
城

起
趾
常
将
率
従
兵
百
餘
騎
乏
渡
海
干
房
列
長

校
城
押
寄
急
襲
之
得
大
勝
利
撃
捕
維
輔
父
子

四
人
上
洛
依
軍
忠
蒙
勒
免
任
千
葉
介
下
綿
守

同
年
九
月
下
向
住
於
千
葉
城

菜
保
三
年
六
月
十
八
日
卒
年
六
十
七
法
名
常
饗

千
葉
介

常
将
長
男
母
備
前
守
中
原
師
直
女

四
郎
大
夫

従
五
位
下

寛
治
年
中
八
幡
太
郎
鎮
守
府
将
軍
源
義
家
朝
臣

於
出
羽
國
征
伐
清
原
武
衡
兄
弟
之
時
為
従
軍
抽

同
七
年
八
月
任
下
総
守

永
長
元
年
正
月
無
男
子
為
末
芳
常

天
仁
元
年
―
―
月
廿
一
日
卒
年
五
十
法
名
正
臀

下
綿
守

上

綿

四

郎

千

葉

介

従

五

位

下

下

綿

守

元
重
隆

従
五
位
上
陸
奥
権
守

康
治
一
一
年
春
住
干
下
総
国
印
幡
郡
葛
西
荘
故

葛
西
一
＿
一
郎
右
兵
衛
尉

重
高

仁
平
三
年
六
月
十
一
日
卒
年
五
十
七
法
名
常
命

天
永
元
年
二
月
任
上
総
介

鳥
羽
院
御
宇
元
永
元
年
八
月
廿
一
日
依

相
模
国
住
人
三
浦
介
義
明
両
人
於
下
野
国
那
須

大
治
四
年
二
月
五
日
依
病
祝
髪
法
名
常
勝

長
承
―
―
―
年
八
月
廿
六
日
卒
年
六
十
一

大
治
四
年
三
月
上
洛
任
下
総
守

保
延
元
年
二
月
上
洛
為
大
内
守
衛

永
治
元
年
八
月
安
房
上
総
下
総
常
陸
為

常
重

奉
行
人
る
下
向
自
是
在
国

常
重
三
男
母
武
蔵
守
平
政
斡
女

改
称
名
為
葛
西
氏

千
葉
介
四
郎
大
夫
従
五
位
下
下
総
守

常
兼
長
男
母
相
模
守
藤
原
基
明
女

野
原
射
殺
化
狐
顕
弓
馬
武
名

勅
宜

天
仁
元
年
四
月
上
洛
任
下
総
守
同
年
六
月
下
向

常
兼

常
長
嫡
男
貢
者
同
腹
末
弟
為
家
督

千
葉
介
四
郎
大
夫
従
五
位
下
下
綿
介
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朝
清

清
重

建
保
四
年
春
依
為
文
武
達
人
為
家
督

同
年
―
―
―
月
被
補
陸
奥
国
留
守
所

25 

実
者
千
葉
介
頼
胤
一
―
―
男
也
建
治
―
一
年
八
月

元
胤
信
葛
西
又
太
郎
左
衛
門
尉
従
五
位
下
刑
部
大
輔

久
寿
元
年
二
月
上
洛
為
禁
鯛
守
護

保
元
二
年
九
月
任
陸
奥
権
守
下
向
居
干
同
国

平
泉
邑
応
保
―
一
年
八
月
上
洛

承
安
二
年
七
月
依
無
男
子
武
蔵
国
住
人
豊
嶋

右
馬
允
平
常
清
二
男
以
清
重
為
嗣
子

安
元
二
年
―
―
―
月
十
四
日
卒
年
五
十
二
法
名
常
真

重
高
嫡
男
母
刑
部
少
輔
蔵
原
手
時
女

実
者
豊
烏
右
馬
允
平
常
清
二
男
為
嗣
子

葛
西
三
郎
右
兵
衛
尉
従
五
位
上
壺
岐
守

治
承
四
年
秋
右
大
将
頼
朝
卿
揚
軍
旗
之
時
兄
弟

一
族
最
前
属
幕
下
源
平
合
戦
励
軍
忠

文
治
五
年
八
月
於
奥
州
藤
原
泰
衡
御
征
伐
之
時

抽
戦
功
故
同
九
月
被
補
陸
奥
国
留
守
所
加
賜

恩
地
数
郡
麟
鐸
譴
麟
立
麟
』
疇
居
干
平
泉

建
久
五
年
四
月
移
住
干
登
米
郡
寺
池
邑

家
之
紋
旗
赤
地
七
星
幕
之
紋
凡
之
内
三
葉
柏

承
久
三
年
九
月
十
四
日
卒
年
七
十
四
法
名
清
真

清
重
六
男
為
正
嫡
母
畠
山
庄
司
平
重
能
女

葛
西
登
岐
六
郎
左
衛
門
尉
従
五
位
上
登
岐
守

清
信

清
時

清
親

清
時
嫡
男
母
結
城
左
衛
門
尉
藤
原
祐
廣
女

十
四
日
於
宇
治
励
勇
戦

朝
清
長
男
母
天
野
和
泉
守
藤
原
政
景
女

葛
西
又
太
郎
左
衛
門
尉
従
五
位
下
伯
者
守

暦
仁
元
年
正
月
将
軍
頼
経
卿
御
上
洛
供
奉

同
年
二
月
廿
三
日
任
伯
者
守
干
時
二
十
四
歳

仁
治
元
年
正
月
被
補
同
陸
奥
国
留
守
所

清
親
長
男
母
千
葉
介
平
胤
綱
女

葛
西
伯
者
三
郎
新
左
衛
門
尉
従
五
位
下
遠
江
守

建
治
二
年
八
月
依
無
男
子
千
葉
介
頼
胤
三
男

以
胤
信
為
嗣
子

弘
安
八
年
十
一
月
十
七
日
秋
田
城
介
藤
原
泰
盛
叛

逆
合
戦
之
時
懸
一
陣
泰
盛
弟
城
美
濃
守
長
景

討
捕
励
丈
功
同
十
二
月
任
遠
江
守

弘
安
十
年
十
一
月
七
日
卒
年
四
十
八
法
名
涼
西

文
永
七
年
十
二
月
十
八
日
卒
年
五
十
六
法
名
真
性

宝
字
元
年
正
月
三
日
卒
年
六
十
八
法
名
清
貞

承
久
三
年
六
月
天
下
擾
乱
為
武
家
方
同
月



為
嗣
子
同
年
十
月
下
向
奥
州
一
族
千
葉
飛
弾
守

胤
常
同
左
馬
助
胤
氏
臼
井
三
郎
左
衛
門
尉

常
俊
等
為
大
老
臣
同
下
向

正
安
元
年
正
月
為
鎌
倉
評
定
衆

清
信
長
男
母
本
間
山
城
守
源
景
隆
女

自
正
和
年
中
将
軍
家
為
御
近
臣

貞
清
長
男
母
長
崎
左
衛
門
佐
平
宗
資
女因

幡
守

葛
西
八
郎
左
衛
門
尉
従
五
位
下

建
武
―
―
年
冬
陸
奥
國
司
北
畠
源
中
納
吉
顕
家

卿
御
上
洛
之
時
為
従
軍
擢
戦
功
同
一
―
―
年
―
―
―
月

下
向
自
是
輿
奥
列
諸
将
軍
尊
氏
卿
如
元

貞
治
四
年
四
月
七
日
卒
年
五
十
四
法
名
名
道

康
安
元
年
三
月
父
相
倶
上
洛
自
将
軍
家
賜

元

為

清

葛

西

又

太

郎

従

五

位

下

伯

者

守

詮
清

高
清
三
男
為
正
嫡
母
結
城
上
野
介
親
廣
女

不
向
達
弓
馬
長
武
暑

領
知
賜
之
任
因
幡
守
為
陸
國
北
方
探
題
而
祐

高
清

正
中
元
年
三
月
十
六
日
卒
年
―
―
―
十
四
法
名
道
西

葛
西
又
太
郎
従
六
位
下
左
衛
門
尉

貞
清

文
保
元
年
四
月
二
日
卒
年
五
十
六
法
名
園
西

時
信 元

貞
信

満
信

満
信
三
男
為
正
嫡
母
葛
西
志
摩
守
平
清
常
女

葛
西
五
郎
三
郎
左
衛
門
佐
従
五
位
下
伯
者
守
同
探
題

永
享
十
二
年
春
興
大
崎
左
京
太
夫
源
持
明
不
和

数
度
合
戦
窟
吉
元
年
七
月
和
睦

嘉
吉
元
年
九
月
上
洛
奉
謁
将
軍
義
勝
君

同
一
一
年
春
参
詣
高
野
山
同
―
―
―
月
奨
州
下
向

（祐）

同
廿
七
年
十
一
月
十
八
日
卒
年
五
十
一
法
名
覚
祐

高
野
山
同
月
廿
九
日
飯
洛

参
内
叙
従
五
位
上
任
陸
奥
権
守
同
年
五
月
下

向
自
是
為
奥
州
諸
士
棟
梁

同
年
四
月
廿
六
日

字
被
補
探
題
職
同
八
年
二
月
参
詣
干
紀
州

御
諦
字
る
改
詮
清

応
安
―
―
―
年
―
―
―
月
又
上
洛
奉
謁
干
新
将
軍

義
満
公
被
補
同
探
題
同
年
五
月
下
向

嘉
慶
二
年
六
月
十
日
卒
年
四
十
四
法
名
念
祐

詮
清
五
男
正
嫡
母
南
部
遠
江
守
源
政
行
女

葛
西
五
郎
左
兵
衛
尉
壷
岐
守
従
五
位
上
陸
奥
権
守

天
性
達
弓
馬
長
武
喜
名
将
同
探
題

応
永
七
年
九
月
於
陸
奥
国
栗
原
郡
逆
徒

宇
都
宮
越
中
守
藤
原
氏
廣
討
亡
顕
武
名

同
年
十
月
上
洛
奉
謁
干
将
軍
義
満
公
賜
御
諦
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同
年
十
一
月
下
向

永
正
一
＿
一
年
五
月
朔
日
卒
年
七
十
四
法
名
道
栄

賜
御
緯
字
改
政
信
同
時
任
伯
者
守

同
十
六
年
五
月
自
京
都
為

元
高
信
葛
西
四
郎
左
近
大
夫
従
五
位
下

27 

亨
禄
四
年
六
月
依
舎
兄
植
清
早
世
為
家
督

天
文
年
中
興
伊
達
家
為
中
悪
累
年
合
戦

勅
使
高
倉
少

同
年
九
月
上
洛
任
同
探
題
自
将
軍
義
政
公

晴
胤

文
明
十
五
年
六
月
依
嫡
家
尚
信
早
世
為
葛
西
家
督

元
信
勝
葛
西
四
郎
左
近
大
夫
従
五
位
下
伯
孝
守

政
信

持
信
四
男
母
葛
西
左
衛
門
尉
平
信
貞
女

元
守
信

植
清

葛
西
十
郎
兵
庫
頭
従
五
位
下

文
明
十
二
年
八
月
為
家
督

同
十
六
年
六
月
七
日
頓
死
年
三
十
三
法
名
蓮
喜

長
録
元
年
二
月
自
父
持
信
於
磐
井
郡
賜
来

邑
千
餘
町
而
居
干
同
郡
長
井
卿

太
雪
一
年
二
月
依
無
男
子
伊
達
大
膳
大
夫

天
文
二
年
十
二
月
廿
一
日
卒
年
六
十
五
法
名
道
貞

同
探
題

尚
信

同
十
二
年
八
月
十
九
日
卒
年
五
十
四
法
名
蓮
佛

朝
信

被
補
探
題
職
六
月
下
向
自
是
輿
大
崎
家
及

持
信
長
男
母
南
部
遠
江
守
源
義
敦
女

従
五
位
下
壺
岐
守
同
探
題

文
明
年
中
天
下
擾
乱
興
奥
列
諸
将
合
戦

朝
信
長
男
母
大
崎
左
京
大
夫
源
持
明
女

葛
西
三
郎

元
重
信

文
明
元
年
六
月
一
＝
日
卒
年
七
十
二
法
名
定
照

柏
信

政
信
三
男
正
嫡
母
千
葉
刑
部
大
輔
平
師
胤
女

葛
西
七
郎
左
京
大
夫
従
五
位
下
登
岐
守

永
正
十
一
年
三
月
諸
國
闘
乱
敢
経
北
陸
道

父
子
上
洛
奉
謁
将
軍
義
精
卿
賜
御
緯
守

改
柏
信
長
男
守
信
改
植
清
任
越
中
守

鋒
楯
多
年
接
戦

植
信
長
男
母
黒
川
治
部
大
輔
源
氏
直
女

葛
西
三
郎
左
衛
門
尉
従
六
位
上
越
中
守

藤
原
尚
宗
―
―
―
男
以
義
晴
為
婿
家
督

亨
禄
四
年
六
月
九
日
先
父
卒
年
舟
九
法
名
道
慶

植
信
二
男
同
母



元
信
清

晴
信

親
信元

義
重

慶
長
―
―
年
四
月
十
九
日
於
加
賀
園
卒
年
六
十
四

同
一
―
一
年
四
月
十
一
日
卒
年
四
十
八
法
名
道
園

親
信
家
督
賀
者
別
腹
之
弟
也

賀
母
黒
川
下
総
守
源
景
氏
女

永
禄
元
年
正
月
為
舎
兄
親
信
家
督
従
五
位
下

天
正
年
中
興
奥
列
諸
将
引
分
而
争
戦
相
模
守

天
正
十
八
年
秋
表
武
威
太
閤
相
國
秀
吉
公
為

征
伐
北
條
氏
族
進
蒻
干
相
列
小
田
原
之
時
因
令

遅
参
被
没
収
所
領
一
家
陵
落
同
年
十
一
月

晴
信
被
預
加
賀
宰
相
前
田
利
家
卿
居
於
加
列
金
澤

葛
西
三
郎

為
嗣
子

晴
胤
長
男
母
江
刺
美
濃
守
平
隆
見
女

葛
西
平
四
郎
治
部
大
輔
従
五
位
下
石
見
守

位
下
右
京
大
夫
自

字
改
晴
胤
為
探
題
職

同
年
九
月
勅
使
上
洛

将
軍
義
晴
卿
賜
御
諦

弘
治
元
年
十
一
月
三
日
卒
年
五
十
九
法
名
道
興

天
文
十
九
年
八
月
為
家
督
同
探
題

永
緑
尤
年
正
月
依
無
賓
子
以
芽
信
清

将
藤
原
有
範
朝
臣
下
向
干
郎
時
叙
任
従
五
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和

船

時

代

の

漁

業

習

俗

鈴

木

東

行

ー

陸

前

月

浦

浜

l
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（図 1) 「牡 鹿 半 島」

人
明恕

和
年
間
の
戸
口
四
五
（
封
内
風
土
記
）

畑
l

、

月

浦

浜

の

I) 。t? 

女

―
二
六
人
）

概

況

（

図

1
.
2、
写
真

1
.
2
参
照
）

牡
鹿
半
島
の
表
浜
、
荻
浜
と
桃
浦
の
中
間
に
位
置
し
、
前
面
、
前
浜
に
小
出
島
が

横
た
わ
っ
て
い
る
風
波
穏
か
な
漁
村
で
あ
る
。

近
世
、
牡
鹿
郡
の
う
ち
狐
崎
組
大
肝
煎
扱
い
の
村
で
、
慶
長
一
八
年
、
支
倉
六
右

衛
門
常
長
が
遣
欧
使
節
と
し
て
出
帆
し
た
劇
的
な
部
落
で
あ
る
。

元
禄
―
一
年
の
「
牡
鹿
郡
萬
御
改
書
上
」
に
よ
る
と

代
…
…
一
貫
一

0
二
文
内
四
二
二
文
新
田
（
御
蔵
入
）

高
一
〇
貫
七
四
二
文
（
海
上
）

頭
…
…
三
四
人
。
人
数
…
…
二
九
四
人
（
男
一
六
八
人

る。

阿
部
長
――
一郎

明
治
元
年
高
崎
藩
取
締
地
。
以
後
、
桃
生
県

・
石
巻
県

・
登
米
県

・
仙
台
県
を
経

て
、
同
五
年
、
宮
城
県
に
所
属
、
同
―
―
二
年
牡
鹿
郡
荻
浜
の
大
字
と
な
る
。

大
正
七
年
度
「
人
口
静
態
」
統
計
に
よ
る
と
、

世
帯
主
…
…
四
二
名

ロ
…
…
―
―
五
一
人
（
男
―
―
九
人
・
女
一
三
二
人
）

昭
和
―
―

-0
年、

阿
部
氏
…
二

0
戸

大
山
氏
…
三
戸

…
各
一
戸

阿
部
秀
雄
氏

上
記
の
阿
部
氏

―
10
戸
の
う
ち
、
本
分
家
関
係
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
ぎ
た
の
は

一
三
戸
で
あ
る
。
屋
号

・
屋
敷
関
係

・
ウ
ジ
神
・

墓
地
・

言
い
伝
え
な
ど
か
ら
総
本

家
と
思
わ
れ
る
の
は
阿
部
正
雄
氏
（
世
帯
主
番
号

36)
で
、
阿
部
秀
雄
（
世
帯
主
番

号
三
五
）

・
阿
部
長
三
郎
（
世
帯
番
号
主

41)
と
共
に

へ

（

ノ
ダ
ベ
）
関
係
を

持
ち
、
小
出
島
に
ウ
ジ
神
と
し
て
稲
荷
さ
ん
を
共
有
し
、
墓
地
も
共
同
墓
地
内
で
古

い
と
さ
れ
て
い
る
高
地
に
あ
る
。

（
世
帯
主
番
号
は
図

2
参
照）

幻

現
在
の
屋
号

へ

[

@

東
組

《

⑲
べ

R

以
上
、
前
記
阿
部
氏
の
本
家
筋
に
当
る
三
戸
の
外
に
、

人

ク ク

阿
部
正
雄
氏
の
昔
の
家
号

合 畑
中
・
村
田
・
大
井
•
新
保
•
相
沢
•
平
塚
・
末
永
氏

計
…
…
四
二
戸

高
橋
氏
…
六
戸

部
落
は
西
組

・
西
中
組

・
入
り
組

・
東
中
組

・
東
組
の
五
組
に
区
分
さ
れ

石
巻
市
月
浦
と
な
り
、

ヽ 本
業
…
漁
業
(
-
―
―
七
）

東
組

東
中
組

・
教
員
（
一
）

•
そ
の
他

(
-
―
―

•

労
働
（
一
）

注
：
本
業
以
外
に
農
業
に
従
事
す
る
者
：
一
二
八
名

商
業
に
従
事
す
る
者
：．
二
名。

昭
和
五
五
年
の
世
帯
主
…
…

四
二
名
で
あ

佐
藤
氏
…
五
戸

鈴
木
氏
…
三
戸

明
治
以
降
、
分
家
を
も
っ
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写真 1 月 浦 全景

（図 2) 月浦 「家」 配置図
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1-10・ ・・・・・Il月 恭且

11-18・・・・・・ 西中釦

19-27・ ・・・..入り糾

28-35・・・・・ 東 中釦

36--44 .... ・ 東組

（注・・・24は石巻に転出。 43は蛇

田へ転出。 42は※に移動）

A・・・・・・ 庚申 ・地蔵 ・ 観音 • 山の神

B…... 金毘羅•八大龍王 . 秋葉Iii

• 山の神

C・・・・・・ 共同緊地

D…八大龍王と南蛮井戸

E・・・・・・ 五十鈴神社 ・八宣神付 ・

天主さん-----------・-・--・-・----
（両社神社）



二
、
漁
業
組
合
の
創
始
と
そ
の
後
の
変
遷
（
写
真
3
参
照
）

わ
が
国
の
漁
業
団
体
は
、
沿
革
的
に
漁
場
株
序
の
管
理
団
体
と
し
て
発
足
し
た
。

明
治
一
九
年
、
漁
業
組
合
準
則
が
制
定
さ
れ
、
自
治
的
に
漁
族
の
保
護
と
漁
業
秩
序

の
維
持
を
図
る
た
め
、
各
漁
村
に
漁
業
組
合
が
組
織
さ
れ
た
の
が
、

月
浦
で
は
明
治

20年
に
漁
業
組
合
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
旧
漁
業
法
の
制
定

（明

34年
・
明
治

43年
）
に
と
も
な
い
各
浦
浜
、
漁
業
者
の
部
落
の
区
域
を
地
区
と

す
る
漁
業
組
合
の
制
度
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
に
漁
業
権
・
入
漁
権
の
取
得
、
漁
業
に

関
す
る
共
同
施
設
を
行
な
わ
せ
た
。

明
治
八
年
、
経
済
恐
慌
に
対
処
す
る
農
漁
村
経
済
更
生
計
画
の
実
施
に
関
連
し
、

漁
業
組
合
に
田
組
合
員
の
経
済
の
発
達
に
必
要
な
共
同
施
設
を
す
る
こ
と
、
②
責
任

あ
る
。

和
に
か
け
て
移
住
し
て
き
た
家
で
あ
る
。

鈴
木
姓
は
、
鈴
木
敏
郎
氏
宅

(29)
が
本
家
で
「
ッ
プ
ル
石
」
の
屋
号
あ
り
、
旧

家
で
あ
る
。
大
山
氏
二
戸
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
上
記
以
外
の
他
の
家
は
明
治
し
昭

そ
の
は
じ
め
で

は
明
治
以
前
か
ら
の
旧
家
で
あ
る
。

（注

(
3
)
は
世
帯
主
番
号
で
あ
る
）

0
)
 

2
 

佐
藤
姓
は
五
戸
で
、
う
ち
佐
藤
兵

（
世
帯
主
番
号

11)
と
佐
藤
喜
一
郎
氏

(3)

昔
の
屋
号

現

在

の
屋
号西

中
組
五
十
鈴
神
社

（
ヵ
ミ
の
家
心

勺
牌
翡
誌
滋
遵
口
氏

高
橋
源
吉
（
世
帯
主
番
号

17)

上
乃
神

新

屋

＠

西

中

組

同

右

⑮

西

ク

組

R
 

高
橋
武

// 

// 

不

高
橋
孝

// 

// 

2
)
 
不

高
橋
誠
一
―
一
郎
（
ク

// 

4
)
 

ー

高
橋
姓
六
戸
の
う
ち
、
本
家
筋
が
四
戸

明 明

入
り
組

不 不

明 明

た
阿
部
孝
一
氏
（
世
帯
主
番
号
一
六
、
屋
号
（
昔
）
…
下
の
神
、
八
上
）
が
あ
る
。

写真 2 大 正 時 代 の 月 浦
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写真 3

漁
業
協
同
組
合
と
呼
ぷ
こ
と
に
し
た
。

任
織
を
採
用
し
、

33 

洞

組
織
（
有
限
•
無
限
・
保
証
の
3

種
）
を
採
用
し
、
こ
の
組
織
に
改
組
し
た
組
合
を

月
浦
で
は
正
組
合
員
三
六
名
（
移
住
者

・
転
出
者
を
加
入
さ
せ
な
い
）
の
無
限
責

月
浦
漁
業
組
合
と
改
組
し
、

定
款
の
定
め
に
従
い
、
組
合
員
た
る

漁
民
の
漁
業
権
行
使
を
管
理
し
た。

昭
和
一
八
年
、
水
産
業
団
体
法
が
制
定
さ
れ
、
遠
洋
漁
業
の
統
制
会
社

へ
の
組
織

化
と
と
も
に
、
沿
岸
漁
業

・
内
水
面
漁
業

・
水
産
加
工
業
の
各
団
体
に

つ
い
て
も
統

合
が
加
え
ら
れ
、
各
市
町
村
に
一
漁
業
会
、
各
道
府
県
に
一
水
産
業
会
と
一
製
造
業
、

中
央
に
中
央
水
産
業
と
い
う
統
制
組
織
が
構
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
漁
業

戦
後、

上
記
の
統
制
団
体
は
解
散
し
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
水
産
業
協
同
組
合
法

（
昭
二

三
年
）
に
基
づ
き
、

五
名
（
正
組
合
員
と
準
組
合
員
合
せ
て
)
で
発
足
し
た
。

三
、
漁

場

状

況

協
同
組
合
は
漁
業
会
に
改
組
さ
れ
た
。

（図 3)月 浦 漁 場 図

昭
二
六
年
、
現
在
の
月
浦
漁
業
協
同
組
合
が
組
合
員
六

（
話
者
：
高
橋
幸

一
大
正
五
年
一
月
二

四
日
生
）

注

：
津
波
の
た
め
組
合
関
係
の
文
書
は
す
べ
て
流
出

し
た
。



写真 4 網 用糸の原料の麻

写真 5 手 繰 網

写真 6 こ し き 網

各
種
別
ー

漁
期
•
漁
法
・
漁
具

（
表1
生
産
暦
・

図
3

漁
場
参
照
）

寿
呵
冶

鰹
一
本
釣
（
話
者
…
高
橋

貞

杵

昭

和

二
九
年
八
月
＝
二
日
生
）

一
八
オ
の
頃
、

カ
ジ
キ
（
炊
事
の
役
目
を
す
る
）
と
し
て
、

金
華
山
沖
で
鰹
漁
に
従
事
し
た
。

乗
組
員
は
―

二
人
し
一

三
人
で
、

メ
が
施
回
し
て
い
る
の
を
探
し
、

八
丁
櫓
船
に
乗
く
み

ま
ず
鰹
が
ど

こ
に
い
る
か
全
員
で
立
っ

て
カ
モ

魚
群
を
見
つ
け
る
と
全
力
を
あ
げ
て
漕
ぎ
、
群
に

ず
る
く
な
り
、
喰
い
つ
き
が
悪
く
な
る
と
、

ヘ
ラ
に
長
い
竹
を
つ
け
た
杓
で
海
水

と
も
言
う
）
で
海
水
を
か
ま
し
、

さ
く
り
な
が
ら
釣
り
あ
げ
る
。

（一） 四
、
和
船
時
代
の
漁
業
と
そ
の
後
の
変
遷

向

っ
て
サ
デ
で
カ
メ
か
ら
活
イ

ワ
ジ
を
す
く
っ
て
海
面
に
ま
く
。

鰹
が
船
の
近
く
で
と
び
跳
ね
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、

（
へ
さ
き
）
に
い
る
二
番
口
（
船
頗
の
次
の
責
任
者
）
が
バ
ケ
（
擬
餌
釣
具
で
ツ
ノ

を
か
け
、

イ
ワ
ジ
餌
を
つ
け
て
五
し
六
人
が
一
団
と
な
っ
て
釣
る
。
釣
る
位
置
は
オ

モ
テ
と
ト

モ
の
風
の
前
の
方

（
な
い
方
）
の
舷
で
釣
る
。
そ
の
間
、

ハ

チ

か
ら
イ

ワ
ジ
を
鉢
コ

に
入
れ

て
船
方
た
ち
の
所
に
運
ぶ
。

カ
ジ
キ
は
カ

メ
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3 5  

（
表

1
)

表
話
者

氏
名

高
橋

貞
治

（
明

29
年

8
月

31
日
生
）

調
査

地
月

浦
26

の
2

調
査
月
日

昭
55
.

8
.
 19

 

旧
暦

沖
合

地
先

沿
岸

磯
物

年
中

行
事

も
う
か
鮫

鮫
剌
網

め
ぬ
け

鰈
剌
網

手
繰
網

こ
し
き

大
網

小
網

い
わ
し

小
型

は
も
縄

た
こ

い
そ

種
類

鰹
釣

延
縄

延
縄

網
（
八
百
丈
）

鮪
旋
網

地
曳
網

定
置
網

小
縄

誘
導

釣
は
も
ど

わ
か
め

ふ
の
り

ひ
じ
き

の
り

1
月

か
な

じ
I
-
-
-

ま

I
 

2
 

か
こ

3
 

し
春

春
春

I
 

や こ

＾
 

4
 

各
ま す .,___.
, 

か

I
 

I
 

5
 

I
 

6
 

と、
ま

I
 

l
 

し・
、

ぐ

7
 

ろ
ふ

I
 

8
 

：I
 I
 

ゎし
り

秋
秋

秋
鮨

l
 

I
 

ヘ
ヘ

，
 

竪
さ

0
)
 

け

’' 
‘
 

、一

扉
ど
ん
ご

1
0
 

す
い

--..
.., 

1
 1
 

な
根

魚

か
ま

1
2
 

じか
こ

場
試

沖胃
北［

ぢ賃
’虚

浜
-
同i

 
曳＜
船叶和で

泥をと
鱈
"'ji 

且諜
湾

力
ゴ
浜・

月浦開
慮沖

凰
小出島

岸から
20m

~30
m

地近付島
秋代品
は田
春桃浦は
｝
 臼

,, 
I
I
 

‘’ 

腐南
の棗

内
胃閤

胃
忍

の
畠

30
 

嵐島
所

面
シ

の
・

50
 

m
 

I
I
 

I
I
 

’’
 

の
10
0 

ラ
口

石
m
 

注.
..
..

沖
合

の
め

ぬ
け

延
縄

は
話
者
の
以
前
の

時
代

。
い
わ
し
地
曳
網
は
明
治
末
は
あ
ま
り
使
用
し
な
か

っ
た。

調
査

者
鈴

木
東

行



っ
た
。

し
を
歌
い
な
が
ら
浜
に
帰
っ
て
く
る
。

大
漁
し
て
、
値
段
の
良
い
時
に
は
、
渡
波
に
直
行
し
売
る
。
値
段
の
悪
い
時
に
は
、

浜
（
月
浦
）
に
あ
げ
て
フ
ジ
に
す
る
。―
―
―
し
四
人
の
フ

ジ
ケ
ズ
リ
職
人
が
年
中
浜
に

大
正
初
期
の
西
の
家
の
高
橋
福
七
（
高
橋
幸

一
の
父
）
と
大
山
長
助
（
大
山
長
大

の
父
）
で
、
最
初
、

漁
期
は
旧
七
月
で
あ
り
、

終
る
と
八
月
い
っ
ば
い
、
北
上
川
の
袋
谷
地
河
岸
に
フ

も
う
か
鮫
延
縄
（
話
者
…
高
橋
貞
治

明
治
―
―
九
年
八
月
一
竺
｝
日
生
）

旧
一
〇
月
か
ら
―
二
月
末
ま
で
岩
手
県
釜
石
方
面
ー
大
槌
•
山
田
•
宮
古
—
に

和
船
（
き
り
あ
げ
た
鰹
船
）
で
港
に
宿
泊
し
な
が
ら
モ
ウ
カ
鮫
延
縄
漁
を
し
た
。

（
話
者
は
動
力
船
に
な
っ
て
か
ら
漁
に
行
く
）

（
話
者
…
高
橋
貞
治
）

麻
を
和
船
で
渡
波
、
石
巻
方
面
か
ら
買
っ
て
き
て
、

旧
―
―
―
月
か
ら
二
月
頃
ま
で
、
漁
場
は
金
華
山
沖
か
ら
北
で
あ
る
。
網
は
自
製
で

ば
あ
さ
ん
た
ち
が
、
麻
か
ら
糸

に
し
て
か
ら
竹
の
ア
バ
リ
（
自
製
）
で
編
ん
だ
。

た
。
船
は

2
艘
あ
っ
た
。

（
写
真

4
参
照
）

め
ぬ
け
延
縄
（
話
者
・
・
・
高
橋
貞
治

フ
ジ
は
二
•
五
寸
～
三
寸
で
あ
っ

昭
和
二
九
年
八
月
＝
二
日
生
）

旧
―
二
月
か
ら
五
月
頃
ま
で
、
漁
場
は
メ

ノ
ケ
ヂ
（
と
れ
る
場
所
）
と
言
う
所
で

釣
る
。
自
分
の
時
代
は
釣
ら
な
か
っ
た
。

鮫

刺

網

め
ぬ
け
延
縄
は
渡
波
祝
田
浜
が
本
場
で
あ

ナ
虫
に
喰
わ
れ
な
い
よ
う
に
つ
な
い
で
お
く
。

二
艘
で
あ
っ
た
が
後
四
艘
に
な
っ
た
。

ヽ
こ
o

し

t 釣
っ
た
鰹
は
カ
メ
に
入
れ
、
ヤ
ッ

ジ
ョ
々
ヤ
ッ

ジ
ョ
と
か
け
声
を
か
け
、
大
漁
ぶ

擬
餌
釣
具
に
用
い
た

ツ
ノ
は
主
に
水
牛
の
角
で
石
巻
か
ら
買
っ
た
。

（図 4) 網 曳 鼠 海
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小
出
島
に
運
ん
で
お
く
。
投
入
は
二
艘
の
和
船
（
カ
ッ
コ
ー

ば
ね
、
直
径
一
間
位
の
輪
に
つ

イ
カ
リ
は
ジ

バ
木
の
枝
を
た

間
隔
で
つ
な
ぐ
。

や
や
細
い

ウ
カ
ジ
を

二
米
位
の

ジ
ド
の
部
分
は
網
が
重
い
の

に
網
は
底
に
し
ず
め
、

入
っ
た
ら
船
で
お
こ
し
て
行
く
。

々
)

（
話
者
…
高
橋
貞
冷
）

小
出
島
の
ジ
ラ
根
か
ら
沖
に
西
南
方
向
に
「
八
百
丈
」
と
称
す
る
大
謀
網
が
あ
っ

た
漁
期
は
旧
四
月
か
ら
九
月
末
ま
で
、
カ
ド
・
イ
ワ
ジ
が
沢
山
と
れ
た
。
た
ま
に
マ

グ

ロ
が
六
月
し
七
月
に
、

ブ
リ
が
七
月
し
八
月
に
入
っ
た
。

網
は
二
五
し
二
六
人
も
ち
の
村
網
で
旧
三
月
か
ら
約
―
ヶ
月
半
か
け
て
、
切
目
（

普
通
の
使
い
縄
）

て
こ
す
り
か
け
、
機
で
手
織
し
た
網
）
・
太
縄
（
側
張
用
の
縄
）
な
ど
藁
縄
で
編
網

し
た
り
、
建
込
み
の
準
備
で
浜
は
忙
し
か
っ
た
。

側
網
は
カ
コ
イ
（
囲
）
と
言
っ
て
フ
ジ
（
節
）
は
五
尺
、

魚
が
入
り
易
く
す
る
た
め

文
で
、
直
径
―
―
―
尺
、
長
さ
六
尺
の

f

杉
の
ウ
カ
ジ
を
―

-
0個
位
つ
な

ヽ
L

い
で
お
く
。
そ
の
他
の
部
分
は

）
 

な
い
で
籠
状
に
し
、
そ
れ
に
石

を
沢
山
つ
み
入
れ
沈
め
る
。
石
は
一
人
で
や
っ
と
持
て
る
位
の
大
き
さ
、
前
も
っ
て

cnヵ砥dヽ 到・tK

cz;> 6)フシ . 3尺

þÿ0û0·0Éÿ›ZSÖÿÿ�l40L•�0‰0j0D0ˆ0F0k0�~�0’N�[ç0kdš0cの7シ ・・ ・・l尺

縄
綱
（
四
寸
に
撚
っ
た
）
を
結
び
一
斉
に
投
入
す
る
。

U
)
で
輪
の
両
端
に

大
正
に
な
っ
て
、
鰹
漁
に
発
動
機
船
が
使
用
さ
れ
、
沖
合
に
進
出
す
る
と
、
鰹
漁

の
餌
用
イ
ワ
ジ
取
り
を
専
門
と
す
る
「
小
網
」
が
行
わ
れ
、
大
網
は
そ
の
ニ
・
―
―
―
年

大

網

•
ジ
ド
ー
魚
取
ー
（
水
が
通
ら
な
い
よ
う
に
、
縄
を
丁
寧
に
撚
っ

沖
の
目

ド
工

（
度
合
）
…
…
底
網
を
起
こ
す
役
目
の
船
。
人
数
は
六
人

…
…
口
を
し
め
側
網
か
ら
起
こ
す
船
。
人
数
は
三
人

さ
れ
、

37 一
網
は
一
予
は
い
の
船
で
構
成

小
出
島
の
垂
水
か
ら
西
北
沖
に
キ
網
（
岸
網
）

ニ
ケ
統
と
大
網
か
ら
移
行
し
た
沖
網
の
―
―
―
ケ
統
。

（図

3
漁
場
参
照
）

動
力
船
に
よ
る
沖
合
鰹
漁
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
浜
の
若
い
丈
夫
な
男
子
は
鰹
船
に

乗
り
く
み
、
残
さ
れ
た
老
人
と
女
子
に
よ
っ
て
「
小
網
」
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

藁
縄
網
は
大
正
六
年
頃
か
ら
―
一
年
頃
ま
で
、
そ
の
後
は
糸
網
に
変
っ
た
。

漁
期
は
旧
五
月
か
ら
一

0
月
頃
ま
で
で
、
縄
網
の
頃
は
小
イ
ワ
ジ
（
鰹
の
餌
用
）
が

沢
山
と
れ
た
。
糸
網
に
な
っ
て
か
ら
小
イ
ワ
ジ
は
と
れ
な
く
な
り
大
イ
ワ
ジ
が
よ
く

入
る
よ
う
に
な
っ
た
。

垣
網
の
長
さ

網
…
…
―
―

1
0
0間

キ
（
岸
）
網
：
一
五

0
間

下
手
網
…
…
一

0
0間

魚

（
イ
ワ

ジ
）
の
入
る
網
の
周

0
間
と
夫
々
の
小
網
で
ま
ち
ま

ち
で
あ
る
。

土目

褪

囲
の
長
さ
は
一

0
0間
か
ら
五

2. 

1-ード‘ェ澳合）

2・;. や目

3・・ダカ

! 

沖

こ°t
 

し
た
て

•
大
輪
田
か
ら
南
沖
に
下
手
網
の

阿
部
と
く
…
明
三
六
•
-
＿
＿
・
ニ
生
）

小

網
（
話
者
…
阿
部
よ
し
み
…
明
一
―
―
―
―
―
•
六

·
-
0
生
。

後
に
す
た
れ
た
。



写真 7 延 綱 の 準 備

;,°"I<→ ..  

....__. 
-~ 

「
イ
サ
イ
ケ
」
で

一
ば
い
に
な
り
、

ス
で
活
か
し
て
お
く
。

静
岡

・
伊
東

・
岩
手
山
田
か
ら
来
た

「
ク
カ
「
に
網
を
渡
し
、

さ
っ
と
し
り
ぞ
く
。

こ
°

t
 

つ

ハ
ナ
レ
の

二
階
は
、

高
知

・

「
一
尺
目
に
行
っ
て
、
六
寸
目
に
行
っ

て

網
お
こ
し
の
時
間
は
早
朝
四
時
、

垣
網
を
つ
た
わ
っ
て
網
に
イ
ワ

ジ
が
入
る
と
「
沖
の
目
」
は

口
を
し
め
‘
――
―
ば
い

の
船
が

ジ
ド
（
魚
取
り
網
）
に
向

っ
て
網
を
お
こ
し
て
い
く
。

ク

カ

二
寸
目
に
行
っ
て
、

ド
シ
（
魚
取
り
網
）
に
イ
ワ
ジ
が
い
っ
ば
い
に
た
ま
る
と

「
ド
エ

」
は
沖
の
目
」
と

と
っ
た
イ
ワ

ジ
は
ポ
ケ
カ
ゴ
の
イ
ケ

動
力
船
で
イ

ワ
ジ
（
鰹
の
餌
用
）
を
最
初
に

買
い
に
来
た
の
は
福
島
県
の
船
で

あ

を
か
ね
、
牡
鹿
半
島
、

番
主
号

2
)
の
家
で
は
動
力
船
に
よ

側
網
か
ら
お
こ
す
船
。
人
数
は
四
人

ハ
タ
に
つ
く
」

ボケカゴ のんケス

東
の
家
、
高
橋
幸

一
さ
ん
（
世
帯

る
鰹
船
を
早
く
や
め
、
小
網
の
瀬
主

一
番
の
活
イ

ワ
ジ

（
鰹
用
餌
）
の
販
売
も
と
と
な

こ
°
t
 

つ
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佐
藤
勘
蔵

明
三
九
•
四
•
三
一
生
）

杭
立
ア
ミ
と
も
言
う。

春
は
ま
す
•
夏
は
鯖
•
イ
ワ
ジ
・

ス
ズ
キ
。
秋
は
フ
ク
ラ
イ
。
冬
は
鮭
。

漁 乗

組

員
…
…

――名

法
…
•
•
中浮
延
縄

漁

場
…
…
は
も
延
縄
と
同
じ

（
話
者
…
相
沢
太
郎

鰹
漁
の
キ
リ
上
ゲ
（
約
――
―
ケ
月
間
）
ま
で
泊
っ
て
イ
ワ

ジ
の
買
い
つ
け
を
し
た
。

明
四
一

・1
O
・
 ―五
生

す
ず
き
延
縄

一
艘
に

二
人
乗
り
く
み
、

み
こ
む
。

こ
し
き
網

（
話
者
…
佐
藤
勘
蔵
）

39 

小
型
定
置
網
（
水
晶
型
機
械
網
）

（
写
真6
•

図
4

参
照
）

（
注
：
・
「
イ
サ
イ
ケ
」
と
は
鰹
の
餌
買
人
の
こ
と
を
指
す
）

漁

法

泥
と
根
の
間
を
和
船
で
一
人
で
曳
い
た
後
、
引
き
揚
げ
る
。

写真 7

写真 8

延 縄 の

現 在 の

漁

期

・
旧
―
一

月
し
旧

二
月

（現
在
―
一

月
一
日
し

四
月
一
日
）

（
写
真

5
参
照
）

（話
者
…
高
橋
貞
治
）

で
船
引
し
て
漁
穫
す
る
。

漁

場
…

•
•
•
前
浜
と
小
出
島
五

0
米
沖

カ

ジ

カ

旧
―
二
月

ジ
ャ
コ
エ

ピ

漁

期
：・・・・
旧
三
月
し
旧
四
月

準 傭

は も

ア
パ
の
材
質
・
・
・
桐
•
椿

ど

（
話
者
…
高
橋
貞
治
）

手

繰

網
（
ウ
グ
ジ
リ
網

し
、
も
う
一
人
は
タ
モ
で
魚
を
抄
っ
て
船
に
つ

一
人
は
網
を
お
こ



れ
る
の
で
、

た
3o間

こ

漁
…
…
（
話
者
…

相
沢
太
郎
•

佐
藤
勘
蔵
）

糸

…
…

-
0号

五
尋
位
の

つ
な
ぎ
竿
の
先
、

釣

針

数

…
…

四
0
本

（
六
号
）

二
人
乗
り

お
屈
頃
、
網
を
張
り
、
朝
早
く
あ
げ
る。

法
…
…
底
延
縄

糸
…
…
…
…
・
:
―
1
0号

五
寸
位
の

と
こ
ろ
に
亘
埋
ガ
ニ

ケ
イ

ジ
キ
ガ
―
-
）
を
十
文
字
に
結
び
つ
け
、

漁

（
荒
浜
の
川
口
で
と

カ
ニ
が
泳
ぐ
よ
う
に
見
せ

釣

針

数

…
…

九
十
本
（
六
号
）

乗

組

員

…
：
和
船

0
0間

二
人

擢
を
も
ち
あ
や
し
な
が
ら
海
底
の
あ
わ
び
を
ひ

っ
か
け
る
。

あ
わ
び

（話
者
：
．
相
沢
太
郎
）

二つ
は
大
正
末
期
ま
で
、
澤
山
と
れ
た
時
は
、渡
波
の
市
場
に
揚
げ
た
。
料
理
は
湯
で
て
、

醤
油
を
か
け
て
食
べ
た
。
こ
の
漁
法
は
竿
が
真
す
ぐ
に
つ
く
こ
と
が
条
件
で
あ
る
か

昭
和
の
初
め
頃
、

ク
コ
ッ
ポ
や

ク
コ
箱
を
用
い
て
マ
ダ
コ
を
と
っ
た
。
現
在
は
サ
ン

マ
な
ど
の
餌
を
入
れ
た

ク
コ
ガ
ゴ
を
用
い
て
い
る
。

に

（話
者
…
相
沢
太
郎
）

0
月
ま
で
、
こ
の
漁
法

船
で
海
底
の
見
え
る
浅
い
所
（
二
尋
位
）
に

い
る
の
を

ク
モ
で
抄
う
。

ィ
ッ
カ
イ
ダ
ナ

（
和
船
）
に

一
人
乗
っ

て、
箱
ガ
ラ
ス
の
ふ
ち
を
歯
で
か
じ
っ
て
、

右
の
手
に
は
ア
ワ
ピ
カ
ギ
（
長
さ
一
丈
か
ら
一
丈
五
尺
の
竹
竿
）
を
持
ち
、

竿
の
使
用
で
き
な
い
流
れ
の

早
い
漁
場
で
は
イ

ジ
ャ
リ
を
用
い
る
。

漁
場
…
小
出
島
沖
一
〇
〇
間
～

ら
、
潮
が
早
く
、
竿
が
浮
か
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

は
も

（
延
）
縄

（話
者
…
相
沢
太
郎
）

船
は
一
艘

左
手
に

漁
期
は
旧
九
月
し

漁

期
：
…
•

冬
至
か
ら
寒
ま
で

組
員
は
三
人
。

長
さ
五
寸

ア

ノゞ

（ウ

キ）

…
…
桐
に

ウ
ル
ジ
を
塗
る

寸

網
の
材
質
：…．
絹
糸
一
枚

フ
ジ

（節）

…
五

（
話
者：
．

佐
藤
勘
蔵
•

相
沢
太
郎
）

鰈

刺

網

写真 9

い
ず
れ
に
も
つ
く
。
乗

ツノコゾウリ （磯どり用）

間
離
れ
た
岩
間
。

船
の

ト
モ

・
オ
モ

テ
・
ナ
カ

出
島
か
ら
一
〇
し
一

五

に
あ
げ
る
。
漁
場
は
小

て
つ
く
と
重
み
で
わ
か

え
な
く
て
も
泳
い
で
き

（
写
真

7
参
照
）

る
。
タ

モ
で
抄
っ
て
船
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け
か
誘
う
。
海
底
が
見



る
程
度
有
力
者
が
な
っ
た
。
網
、

一
け
統
を
一―
―
ば
い
の
船
で
お
こ
す
か
ら
、
各
船
に

一
け
統
は
一
三
人
で
株
を
持
ち
合
う
。

瀬
主
（
一
人
）

に
差
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

小

網

（二） 磯
の
り
…
…
旧
二
月
、
手
で
か
ら
み
と
っ
た
り
、
飽
貝
で
け
ず
る
。

ふ
の
り
…
…
旧
三
月
、
女
子
、
手
で
か
ら
み
と
っ
た
り
、
飽
貝
で
け
ず
る
。

漁
業
経
営
組
織

（
写
真

9
参
照
）

I

大
謀
（
三
人
）
ー
ー
一
般
組
員
（
九
し
一

0
人）

瀬
主
・
大
謀
は
五

O
し
六

0
オ
の
老
人
（
男
子
）
で
主
に
鰹
動
力
船
で
失
敗
し
、

地
元
に
残
っ
た
人
々
が
な
っ
た
。
瀬
主
は
網
の
世
話
・
会
計
な
ど
を
あ
ず
か
り
、

あ

特
に
は
っ
き
り
し
た
基
準
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
カ

ス
キ
（
カ

ジ
キ）

し
か
し
、
船
の
上
で
の
仕
事
に
慣
れ
て
き
て
、
何
に
で
も
気
が
つ
く
よ
う
に
な
る

と
一
人
前
だ
と
か
、

炊
事
し
な
が
ら
も
ヨ
リ
の
仕
事
を
し
た
り
、
網
あ
げ
を
一
時
間

半
内
外
で
や
れ
る
よ
う
に
な
る
と
一
人
前
だ
と
か
言
わ
れ
て
、
同
じ
年
令
で
も
歩
合

初
め
て
船
に
乗
っ
て
き
た
者
た
ち
は
「
カ
ス
キ
」
ま
た
は

「
カ
ス
キ
ア
ン
コ
」
と

呼
ば
れ
て
一
人
前
に
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
。

鰹
船
の
場
合

が
入
っ
て
来
た
ら
、

一
人
前
に
な
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
女
子
）

旋
網
船
の
場
合

写真10

か
し
遊
び
や
い
た
ず
ら
か
ら
、
小
学
校
四
し
六
年
位
で
普
通
の
男
の
子
は
自
由
に
櫓

で
船
を
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
人
前
の
基
準

背負カゴ（田代島でも使用）
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国

漁

夫

の

訓

練

ひ
じ
き
…
…
鎌
•
包
丁
で
か
る
。
潮
が
さ
げ
た
と
き
、
旧
五
月
（
男

子
）

株
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
た
め
、
取
り
分
は
老
若
男
女
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
平

瀬
主
…
…
五
石

大
謀
…
…
五
石

一
般
組
員
：
一
石

大
正
年
代
の
大
漁
し
た
時
な
ど
は
一
人
分
の
一

年
間
の
取
り
分
で
家
が
一
軒
建
つ

ほ
ど
で
、
村
一
番
の
収
入
源
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
と
海
上
労
働

学
校
に
通
学
し
て
い
る
う
ち
は
、
船
の
上
で
働
ら
か
さ
れ
た
り
し
な
か
っ
た
。
し

等
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
年
代
に
な
っ
て
歩
合
は

を
つ
け
て
刈
り
と
る
。

（男）

な
ど
入
り
ま
じ
っ
て
一
軒
で
一
人
乃
至
――人
が
で
た
。

わ
か
め
…
…
旧
五
月
に
ロ
ア
ケ
、
和
船
に
二
人
乗
り
、
草
刈
鎌
に
一
丈
位
の
竹
竿

磯

ど

り
（
徒
歩）

と
変
化
し
た
。

大
謀
と
言
う
船
を
指
揮
す
る
責
任
者
が
い
た
。
毎
年
、
適
任
者
が
選
出
さ
れ
た
。
組

員
は
一
六
オ
か
ら
四

O
オ
ま
で
娘
や
嫁
が
な
っ
た
。
組
員
は
東
組
、

西
組
、

入
り
組



（
一
般
の
）

船
方
…
二
•
三
年
以
上
…
一
七
•
八
才

八
分
し
一
人
前

（
能
率
に
よ
る
）

二
番
ロ

―
―
五
•
六
才

カ
ス
キ
は
体
が
大
き
く
て
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
れ
ば
、
す
ぐ
や
め
さ
せ
ら
れ
て
、

エ
サ
運
び
な
ど
を
や
ら
せ
ら
れ
る
。

エ
サ
を
運
ん
で
の
合
い
間
に
、
竿
を
い
た
ず
ら
し
て
練
習
す
る
。
あ
る
年
令
に
達

し
て
(
-
八
・
九
オ
）
、
釣
り
方
が
上
手
な
者
は
一
人
前
の
扱
い
を
さ
れ
は
じ
め
る

よ
う
に
な
る
。

ま
た
エ
サ
の
イ
ワ
ジ
を
釣
針
に
つ
け
る
の
に
、
殺
さ
な
い
よ
う
に
、

が
か
く
れ
る
よ
う
に
つ
け
る
の
が
最
も
訓
練
を
必
要
と
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
、

こ
の
コ
ツ
を
の
み
こ
ん
だ
者
が
一
人
前
で
あ
る
と
言
れ
た
。
こ
の
コ
ツ
を
会
得
す
る

に
は
一
五
•
六
才
か
ら
乗
っ
て
も
ニ
一
・
ニ
ニ
才
ま
で
か
か
っ
た
と
い
う
。

エ
サ
が
死
ん
で
は
鰹
は
く
っ
て
こ
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
上
手
で
な
い

と
、
釣
る
量
に
も
影
響
が
大
き
く
ひ
び
い
た
。

ま
た
こ
の
コ
ツ
は
誰
れ
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
で
、
自
分
一
人
で
練
習
し
、

け
る
以
外
に
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
練
習
の
た
め
に
一
人
前
に
な
り
か
け
の
者
は

釣
り
あ
げ
る
量
で
は
皆
と
同
じ
く
ら
い
、
少
な
く
と
も
九
割
ぐ
ら
い
以
上
釣
っ
て

（

役

割

）

（

年

数

）

（

年

令

）

（

歩

合

）

船
頭
…
四
•
五
年
以
上
…
三
〇
～
四
五
•
六
才
…
一
人
半

――
一
番
ロ

…
…
―
―
一
年
以
上

…
•
•
•
三
年
以
上
…
ニ
ニ
•
三
才

…
一
人
前

…
一
人
前

漁
夫
の
序
列
と
歩
合

鰹
船
の
場
合

は
じ
め
て
一
人
前
で
あ
る
。

皆
、
左
手
の
親
指
に
、
針
の
た
め
の
マ
メ
が
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
も
釣
針

見
つ

． （四）

•
•
•
五
•
六
分
~
八
分

（
年
数
に
よ
る
）

注
：
旋
網
の
場
合
、
大
謀
（
綱
主
）
（
デ
イ
ボ
ウ
・
ダ
イ
ボ
ウ
）
が
乗
っ
て
い
る
場

合
も
あ
り
、
大
謀
に
は
船
頭
と
同
じ
く
一
人
半
と
も
二
人
前
と
も
言
わ
れ
る
。

老
漁
夫
の
経
歴

ま
で
で
、

①
―
―
人
乗
り
和
船

新
保
吉
太
郎
（
大
正
九
年
―
―
月
一
日
生
）

網
漁
と
小
漁
の
た
め
の
船
…
…
名
称
は
別
に
な
く
ワ
セ
ン
（
和
船
）
と
呼
ん
で
い

カ
ス
キ

I¥ スキ
（シキ）

［ ［  

R
サ
ッ
パ
型

は
使
用
し
な
い
。

サ
ッ
パ
型
は
裏
浜
で
あ
り
月
浦
で

和
船
時
代
の
漁
船

●
話
者
…
高
橋
貞
治
（
明
治
二
九
•
八
•
一
＝
一
生
）

R
大
網
で
使
用
し
た
和
船

（
話
者
平
塚
辰
郎
明
治
―
――
七
年
六
月
二
七
日
）

―
―
―
-
•
四
才

あ
ま
り
年
を
取
る
ま
で
や
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
船
頭
に
な
っ
て
も
四
五
•
六
才

あ
と
は
若
い
者
に
譲
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
年
寄
り
の
者

た
ち
は
共
同
網
（
小
網
）
を
や
っ
た
り
、
和
船
で
沿
岸
漁
を
し
て
い
た
。

鰹
漁
な
ど
の
場
合
、
船
頭
の
カ
ン
だ
け
が
頼
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
カ
ン
の
冴
え
る

の
は
一
―

1
0代
か
ら
四

0
代
頃
ま
で
と
い
う
考
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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移
さ
れ
、
両
社
様
と
し
祀
ら
れ
て
い
る
。

八

雲

神
社
の
祭
日
…
旧
六
月
一
五
日

祭
り
方

国 小
網
の
和
船
…
…
ジ
キ
の
長
さ
…
二
三
尺

る。

注
…
シ
キ
が
二
五
尺
位
に
な
っ
た
の
を
ダ
ン
ベ
と
言
う
。
サ
ッ
パ
と

は
ジ
キ
を
火
で
あ
ぶ
っ
て
た
め
、
ロ
ッ
コ
ツ
が
入
ら
な
い
の
を

言
う
。
左
図
参
照

漁
携
と
信
仰

漁
業
神
と
そ
の
伝
承

大
漁
、
海
上
安
全
を
願
う
神

漁
に
行
く
前
の
吉
日
を
選
ん
で
、
神
酒
と
オ
サ
イ
銭
を
持
っ
て
五
十
鈴
サ
マ
と
八

雲
サ
ン
ヘ
行
き
拝
む
。
ま
た
オ
荷
稲
（
小
出
島
）
へ
行
っ
て
参
詣
す
る
こ
と
も
あ
る
。

八
大
龍
王
は
海
の
神
さ
ま
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
漁
の
前
に
は
あ
ま
り
行
か
な
い
。

五
十
鈴
神
社
の
祭
日
…
旧
三
月
一
五
日
↓
現
在
は
新
四
月
一
五
日

終
戦
か
ら
新
四
月
一
五
日

五
十
鈴
神
社
は
以
前
か
ら
、
現
在
の
場
所
に
あ
っ
た
が
、
八
雲
神
社
は
大
山
輝
夫

氏
（
世
帯
主
番
号

13)
の
家
の
近
く
に
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
初
頭
、
今
の
場
所
に

¥J  

ス
キ
の
長
さ
ー

'

y

（

シ

キ

）

一

T
 

四
丁
櫓
•
四
擢

写真11 浜 の 言‘ー 仰
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写真12 カマの神（高橋孝ー氏宅）

流
れ
仏

る
と
言
っ
て
い
る
。
人
々
が
集
っ
て
酒
や
御
馳
走
を
食
べ
る

マ
ン
ナ
オ
ジ
と
言
う
。
そ
れ
は
「
マ
ル
が
悪
い
」
「
マ
ル
を
直
す
」
か
ら
き
て
い

不
漁
の
時

る。
八
雲
神
社
は
お
供
え
に
キ
ウ
リ
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

•
正
月
予
祝

カ
ッ
パ
の
神
と
言
わ
れ

正
月
―
―
日
の
乗
り
初
め
…
家
族
の
者
が
皆
、
乗
っ
て
小
出
島
の
明
神
さ
ま
に
大
漁

と
海
上
安
全
を
願
う
。
漁
業
組
合
で
お
盆
に
野
菜
•
米
を
の
せ
て
供
え
る
。
個
人
と

数
人
の
者
は
「
オ

ジ
マ
ズ
」
（
お
日
待
）
と
い
う
神
さ
ま
（
渡
波
に
あ
る
と
言
う）

大
謀
網
の
時
は
瀬
主
の
家
で
お
振
舞
を
す
る
。
そ
の
時
エ
ビ

ス
大
黒
さ
ん
に
今
と

れ
る
魚
を
一
一
匹
（
二
本
の
か
け
魚
）
と
お
神
酒
を
供
え
る
。

大
漁
の
時
に
は
、
年
寄
り
の
人
た
ち
が
中
心
に
集

っ
て
瀬
主
の
家
で
お
振
舞
を
す

特
殊
な
信
仰
伝
承

死
体
を
見
つ
け
た
ら
決
し
て
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
見
の
が
す
と
次
は
自
分

が
そ
う
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
死
体
を
船
に
引
き
上
げ
る
時
は
死
体
な
ど
の
火
の

悪
い
も
の
は
舟
の
右
側
（
オ
モ
カ
ジ
）
か
ら
取
る
も
の
で
、
決
し
て
左
側
（
と
り
か

豊
漁
祝
い

を
わ
ざ
わ
ざ
参
詣
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

五
十
鈴
社
と
金
比
羅
様
に
吉
日
を
選
ん
で
お
が
み
に
行
く

漁
は
じ
め
と
豊
漁
祈
願
（
写
真
11
参
照
）

し
て
神
酒
を
持
っ
て
い
く
。

祈

願

の

習

俗

て
い
る
。
祭
り
は
現
在
、
渡
波
の
大
国
神
官
が
来
る
。
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な
い
で
言
う
よ
う
に
強
く
言
わ
れ
た
。

海
に
刃
物
を
落
し
た
ら
ど
う
す
る
か

舟
に
の
せ
て
な
ら
な
い
も
の

の
船
に
は
関
係
な
く
乗
る
。

櫓
こ
ぎ
時
代
に
は
、
わ
ざ
と

口
笛
を
吹
い
て
風
が
起
こ
る
の
を
待

っ
た
こ
と
も
あ

る
。
そ
う
す
れ
ば
帆
で
動
か
す
こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

産
火
：
・
…
ニ
・
三
日
し
一

週
間
位
、
そ
の
家
に
行
か
な
い
。
そ
の
家
の
人
は
他
の

家
へ
行
か
な
い
。
鰹
船
な
ど
、
他
の
人
と
共
同
の
時
に
は
船
に
乗
ら
な
い
が
、
個
人

死
に
火
…
船
や
漁
に
は
関
係
な
い
、
か
え
っ
て
漁
に
は
い
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る

猿
は
舟
に
の
せ
て
は
な
ら
な
い
。
理
由
は
十
二
支
（
針
）

1
1
羅
針
盤
に
な
い
か
ら

と
い
う
が
真
偽
は
わ
か
ら
な
い
。

落
と
し
た
も
の
と
同
じ
形
の
も
の
を
カ
ジ
屋
に
作
っ
て
も
ら
い
、
ま
た
は
紙
に
書

い
た
り
し
た
も
の
を
五
十
鈴
神
社
に
神
酒
と
オ

ハ
ネ
を
持
っ
て
あ
げ
拝
む
。
包
丁
な

ど
刃
物
を
落
す
の
は
カ
ス
キ
（
カ

ジ
キ
）
が
多
か
っ
た
の
で
、
落
し
た
ら
内
緒
に
し

漁
に
出
ら
れ
な
い
状
態
の
も
の

船
の
上
で
口
笛
を
吹
く
と
風
が
起
き
る
。

風
を
起
こ
さ
せ
る
呪
い

遠
く
に
あ
る
神
さ
ま
に
お
願
い
す
る
者
も
い
る
。

沖
で
嵐
に
あ
っ
た
時

こ
の
区
別
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

J

と
に
な
っ
て
い
る
。

「
オ
モ

カ
ジ
」
「
ト
リ
カ
ジ
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
の
も
、

じ
）
か
ら
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
か
じ
か
ら
は
火
の
良
い
も
の
（
吉
の
良
い
も

の
）
を
乗
せ
る
時
に
使
う
。
た
と
え
ば
オ
フ
ナ
ダ
マ

サ
マ
は
こ
ち
ら
側
か
ら
乗
せ
る

自
分
の
部
落
の
神
様
を
お
が
む
の
が
一
番
良
い
。
ま
た
「
コ
ボ
ガ
ハ
ラ
」
と
い
う
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▲ヨシの群落 （秋•曽波神 ）

47 

▲フトイ （秋・曽波神） ▲イヌセンプリ （秋・曽波神）

(10) 



｀ 
ー、. ---J 

▲アリアケスミレ （袋谷地）

(9 ) 

---▲オオハナウドの群落 （袋谷地）

▲ノウルシ （袋谷地）



~オギ （秋·南境 ）

ゴマノハグサ （夏・袋谷地）▼

▲ノカラマツ （夏・袋谷地）
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アイアシ（秋•南境）

(8 ) 





267 ハルジオン 289 コウゾリナ

268 ヒメジョオン 290 セイヨウタンボポ

269 オオアレチノギク 291 オオジジパリ

270 ヒメムカジョモギ 292 アキノ ノゲ ジ

271 ノコンギク 293 オニノゲシ

272 ホウキギク 294 オニ タ ビラコ

273 ヒメジオン 295 ヤクジソ ウ

274 フキ 296 ノボロギ ク

275 トキンソウ 297 ダ ンドボロギ ク

276 アワコガネギク

277 クソニンジン

278 ヨモギ 参 考 文 献

279 メナモミ
1. 大井次三郎 (1975): 日本植物誌、至文

280 タカサブロウ
堂、東京

281 アメリカセンダングザ
2. 田川 基二 (1959): 原色日本羊歯植物

282 クウコギ
図鑑、保育社、大阪

283 センダングサ
3. 建設省東北地方建設局北上川下流工事事

284 タカアザミ
務所 (1978): 北上川及び鳴瀬川水系河

285 ノハラアザミ
川敷植生調査報告書

286 ノアザミ
吉岡邦ニ・菊池多賀夫

287 エゾノキツネアザミ

288 コオニクビラコ
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ミソハギ科 231 クルマバナ

・200 ミソハギ 232 イヌトウバナ

アカバナ科 233 ェコ三マ

201 アカバナ 234 ハッカ

202 カラフトアカバナ 235 ナギナタコウジュ

203 チョウジタデ ナス科

204 アレチマツヨイ 236 イヌホウズキ

205 オオマツヨイグサ ゴマノハグサ科

ウコギ科 237 ゴマノハグサ

206 ウド 238 オオヒナノウスツボ

207 ヤマウコギ 239 ムラサキサギゴケ

セリ科 240 トキワハゼ

208 チドメグサ 241 アゼナ

209 ヤブジラミ 242 タチイヌノフグリ

210 セリ 243 オオイヌノフグリ

211 ドクゼリ オオバコ科

212 ノダケ 244 オオバコ

213 オオハナウド 245 トウオオバコ

（合弁花類） 246 ヘラオオバコ

サクラソウ科 247 アカネ科

214 コナスピ 248 ヘクソカズラ

215 ヌマトラノオ 249 アカネ

モクセイ科 250 ヤエムグラ

216 イボタノキ 251 キバナカワラマツバ

リンドウ科 スイカズラ科

217 イヌセンブリ 252 スイカズラ

ガガイモ科 オミナエジ科

'218 ガガイモ 253 ノヂジャ

219 アズマカモメヅ；レ ウリ科

ヒルガオ科 254 スズメウリ

220 ヒルガオ 255 アレチウリ

ムラサキ科 キキュウ科

221 ハナイバナ 256 ミゾカクシ

222 キュウリグサ 257 キク科

ジソ科 258 ハハコグサ

223 キランソウ 259 チチコグサ

224 ニガクサ 260 オグ）レマ 52 
225 ヒメナミキ 261 オナモミ

226 カキドウシ 262 オオオナモミ

227 メハジキ 263 サワヒヨドリ

228 イヌゴマ 264 オオアワダチソウ

229 ヒメオドリコソウ 265 ユウガギク

230 コジロネ 266 カントウヨメナ

(5) 
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136 

137 

138 

139 

140 

141 
142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

アカザ科

ジロザ

ケアリタソウ

ヒユ科

イヌビュ

スベリヒユ科

スベリヒユ

ナデジコ科

ミミナグサ

オランダミミナグナ

カワラナデジコ

ノミノツヅリ

オオヤマフスマ

ノヽ コベ

ウシゾヽコベ

キンポウゲ科

ケキツネノボタン

センニンソウ

アキカラマツ

ノカラマッ

ウマノアジガタ

ツヅラフジ科

コウモリカズラ

アオツヅラフジ

アブラナ科

ナズナ

イヌナズナ

マメグンバイナズナ

イヌガラジ

スカジタゴボウ

カキネガラジ

グンバイナズナ

ベンケイソウ科

コモチマンネングサ

タコノアジ

ユキノジタ科

ウツギ

バラ科

ヒメキンミズヒキ

キンミズヒキ

ダイコンソウ

オオダイコンソウ

カワラサイコ

(4) 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

オヘビイチコ‘

ノイパラ

テリハノイバラ

ナワジロイチコ‘

ワレモコウ

マメ科

クサネム

ツルマメ

ヤハズソウ

レンリソウ

メドハギ

ミヤコグサ

ムラサキツメクサ

ジロツメクサ

フジ

ツ］レフジバカマ

フウロソウ科

ゲンノジョウコ

カタバミ科

カタバミ

トウダイグサ科

エノキグサ

ノウルジ

トウダイグサ

ドクウツギ科

ドクウツギ

クルジ科

ヌルデ

ニジキギ科

ツルウメモドキ

マユミ

ブドウ科

ノブドウ

アオイ科

イチピ

オトギリソウ科

トモエソウ

コケオトギリ

オトギリソウ

ミソハコベ科

ミゾハコベ

スミレ科

アリアケスミレ



71 クグガヤ ツリ 106 キジ ョウプ

72 クマガヤ ツ リ ラン科

73 ヒナガヤツリ 107 ネジバナ

74 コゴメガヤツリ 双子葉植物

75 ヵャッリグサ （離弁花類）

76 アオガヤツリ ドクダミ科

77 ウジクグ 108 ドクダミ

78 ミズガヤツリ ヤナギ科

79 マツバイ 109 カワヤナギ

80 セイタカハリイ 110 ミチノクジ ロヤナギ

81 クリハリイ 111 イヌコリヤナギ

82 コッブヌマハリイ 112 オノエヤナギ

83 ビンジガヤツリ 113 タチャナギ

84 ホタルイ クルミ科

85 マツカサスス キ 114 オニグ）レミ

86 フト イ カバノキ科

87 カンガレイ 115 ハンノキ

88 アイバソウ ブナ科

89 アブラガヤ 116 クヌギ

サ トイモ科 ニレ科

90 カラス ビジャク 117 ケヤキ

ホジク サ科 クワ科

91 ビロハイヌノビゲ 118 カナムグラ

ツユ クサ科 イラクサ科

92 ツユクサ 119 エゾイラクサ

93 イボクサ ウマノスズクサ科

ミズアオイ科 120 ウマノスズク サ

94 ミズアオイ タデ科

イグサ科 121 ミチャ ナギ

95 ヒロハノコウガイゼキジョウ 122 イタドリ

96 イ 123 ヤナギタデ

97 タチコウガイゼキジョウ 124 オオイヌタデ

98 コウガイゼキジョウ 125 イヌタデ

99 アオ コウガイゼキジョウ 126 ヤ ノネグサ

100 クサ イ 127 ボン トクタデ

101 ヒライ 128 アキノウナギツカミ

102 スズメノヤリ 129 ミゾソバ
54 

ユリ科 130 スイバ

103 ノビ］レ 131 ヒメスイバ

104 サルトリイバラ 132 ナガバギジギジ

ヤマ ノイ モ科 133 ギジギジ

105 ヤマ ノイモ 134 エゾノギジ ギジ

アヤメ科 135 ジロバナサクラタデ
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植 物 目 録

シダ植物 30 オイジバ

トケサ科 31 カゼクサ

1 スギナ 32 ニワホコリ

2 イヌ スギナ 33 オニウジノケグサ

ハナヤス リ科 34 ウジノジッペイ

3 ヒロ ハハナヤ ス リ 35 コウボウ

オジダ科 36 チガヤ

4 クサ‘ノテ ツ 37 チゴザサ

5 コウヤワ ラ ビ 38 カモノハジ

6 ヒメ ジタ 39 アジカキ

40 エゾノサヤヌカグサ

種子植物 41 ネズミムギ

被子植物 42 オギ

単子葉植物 43 スス キ

ガマ科 44 ヌカキビ

7 コガマ 45 オオ クサキビ

8 ガマ 46 スズメ ノヒエ， ヒメ ガマ 47 チカラジバ

オモダカ科 48 アイアジ

10 ヘラオモダカ 49 クサヨジ

11 サ ジオモダカ 50 オオアワガエリ

12 アギナ ジ 51 ヨジ

13 オモダカ 52 キン エ ノコ ロ

トチ カガ ミ科 53 エ ノコ ログサ

14 ミス オ`オ バ コ 54 ムラサキ エ ノコ ログサ

イネ科 56 マコモ

15 アズマネ ザサ 57 シ ノ<

16 ヤダケ カヤ ツ リグサ科

17 カモ ジグサ 58 ミノボロスゲ

18 ヌカボ 59 エナジヒゴク サ

19 スズ メノテッポウ 60 アオスゲ

20 ハル ガヤ 61 アゼナ）レコ

21 コブナ グサ 62 カサスゲ

22 トダジバ 63 ビロードスゲ

55 23 ヤマアワ 64 ヤガミスゲ

24 カモ ガヤ 85 ミコジガヤ

25 メイジバ 66 グレー ンスゲ

26 アキメイジバ 67 コジュズスゲ

27 イヌ ビエ 68 アゼスゲ

28 ケ イヌ ビエ 69 チ ャガヤツリ

29 タイヌ ビエ 70 ヒメクグ
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旧北上川下流河川敷の植物について

佐 々 木 慨

北上川と石巻の産業、経済の発展との関係についてはよく論じられるが、あまりにも当然である

と思われているからであろうか、北上川が文字通り石巻の土台を作つたのだということはあまり話

されることがないように思われる。旧北上川の最下流にある石巻市の市街地のほとんどは、北上川

をはじめとする迫川、江合川などを含む北上川水系の川によって運ばれた土砂が堆積してできた土

地の上にあるのである。

新しく土地ができた時、人々がすぐそこに住むということはまずないであろう。そこに水と空気

と日光があれば、まず植物が生活を始めるのが自然というものである。

川村孫兵衛が川を掘ったところも、われわれの先祖が田畑を開いたところも、家を建てて町をつ

くったところも川が運んだ土砂や石ころだけの裸地だったわけではない。開発される前は、自然な

植物が生えていたに違いないのである。

人は自分を生んでくれた土地をふるさとと呼ぶ。生んでくれた土地がふるさとなら、石巻にもふ

るさとがあるはずである。もちろん、石巻のふるさとはよその土地にあるわけはない。石巻ができ

る前の自然の姿が石巻のふるさとだというのである。もし、そういう自然があるなら、人がふるさ

とを大切にするように、石巻のふるさととして大切にしなければならないのではあるまいか。

旧北上川河川敷の自然はそういう石巻のふるさとのひとつなのである。現在の市街地の時間をさ

かのぼれば、そこには必ず北上川水系の河川がつくった土地の自然に行ぎ当たるはずである。その

自然のおもかげをさがす手がかりを残しているのは、ここに生えている植物たちなのである。

石巻の市史を編さんするということは、石巻のふるさとをさぐることでもあろう。そう考えて、

石巻市の土台をつくってくれた大切なふるさととして旧北上川河川敷の植物調査を数年前から行っ

てきた。

調査はまだ終っていない。従ってこの目録も不完全なものである。そればかりではない。この目録

に入っている値物で、その後、護岸工事や堤防工事その他で失われてしまったものがかなりある。

工事などで失われる植物は、石巻のふるさとの本来の住人であることが多い。それに反して、エ 56 

事後に見られる植物のほとんどは、外来の植物である。石巻のふるさとは、ここでも失われようと

していると言ってよい。

この目録を発表することが、旧北上川河川敷の自然のことを考え、大切にするために少しでも役

立てばうれしいことである°
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鈴
木
東
行
、

石
島
恒
夫
、
鈴
木
敏
春
、
千
葉
賢
一
、
橋
本

0
佐

藤

昭

和

38年
切
月
に
刊
行
が
完
了
し
た
石
巻
市
史
全
六
巻
は
、
刊
行
い
ら
い

今
日
に
至
る
ま
で
大
ぎ
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
の

り
こ
え
る
よ
う
な
新
市
史
を
編
さ
ん
す
る
た
め
に
依
嘱
さ
れ
た
も
の
と
受
け
と
め
、

責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
な
が
ら
日
夜
調
査
研
究
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
構
想
を
練
り
な
が
ら
、

取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
。

今
夜
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
忌
禅
の
な
い
お
話
し
合
い
を
し
て
い
た
だ
き
、
今

後
の
展
開
に
役
立
て
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
、
新
市
史
編
さ
ん
の
契
機
と

な
っ
た
当
時
の
経
緯
に
つ
い
て
編
さ
ん
室
の
方
か
ら
ご
報
告
願
い
た
い
。

昭
和

47年
11月
初
旬
、
市
庁
舎
で
開
か
れ
た
「
市
制
施
行

40周
年
記
念
事

業
策
定
」
に
関
す
る
部
課
長
会
議
の
際
、
市
教
委
関
係
記
念
事
業
の
提
案
者
だ
っ
た

（
石
島
恒
夫
作
詩
•
小
杉
太
一

私
は
、
（
A
）
カ
ン
タ
ー
タ
「
大
い
な
る
故
郷
•
石
巻
」

郎
作
曲
）
の
公
演
、
⑪
新
市
史
の
編
さ
ん
・
刊
行
を
提
案
し
、
万
場
一
致
の
賛
同
を

0
橋
本

佐
藤
雄
一
、

座
出

席

者

毛
利

そ
れ
ぞ
れ
の
困
難
な
課
題
と

名
（
順
不
同
、
敬
称
略
）

伸
、
佐
々
木
豊
、
木
村
敏
郎
、
石
垣

氏

晶 宏、

事
務
担
当
課
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

57 

「
市
史
編
さ
ん
・
刊
行
は
、
市
と
し
て
の
大
事

と
い
う
よ
う
な
口
頭
説
明
を
行
な
っ
た
。

政
の
推
進
、
公
共
下
水
道
や
河
口
橋
橋
の
建
設
事
業
を
は
じ
め
、
産
業
経
済
、
社

た
見
直
し
や
書
き
改
め
を
要
求
さ
れ
る
事
態
に
ま
で
た
ち
至
っ
て
い
る
。

か
ね
て
か
ら
、
市
史
編
さ
ん
に
関
す
る
委
員
各
自
の
構
想
や
課
題
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
い
、
記
録
に
と
ど
め
て
は
ど
う
か
と
い
う
声
が
あ
っ
た
の
で
、
昨

年

8
月

25
日
午
後

6
時

30分
し
同

10時
の
間
、
市
図
書
館
視
聴
覚
室
に
お
い
て

標
記
座
談
会
を
開
催
し
た
。
以
下
は
、
当
夜
の
出
席
者
各
位
の
発
言
内
容
を
要

約
し
た
も
の
で
あ
る
。

橋
本
）

談

会

（文
責
在

得
た
が
、

⑪
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、

山
、
旧
市
史
の
刊
行
終
了
後
の
、

数
に
お
よ
ぶ
遺
跡
の
発
堀
調
査
、
各
種
史
料
の
新
発
見
と
、

石
巻
地
方
を
も
含
む
全
国
各
地
に
お
け
る
相
当

検
証
に
基
づ
い
た
研
究
成
果
の
積
み
重
ね
は
、

た
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
具
体
的
な

わ
が
国
の
考
古
学
・
歴
史
学
の
画

期
的
な
進
展
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
結
果
、
石
巻
市
の
原
始
古
代
し
近
代
史
も
ま

⑳
旧
市
史
の
現
代
篇
は
、
主
と
し
て
昭
和

31年
以
前
の
行
政
資
料
等
に
基
づ
い

石
巻
市
が
国
の
「
北
上
特
定
地
域
総
合
開
発
計
画
」
の
指

定
地
域
に
編
入
さ
れ
た
後
に
お
け
る
工
業
港
•
新
漁
港
の
建
設
、
開
港
や
広
域
行

会
福
祉
、
教
育
文
化
各
般
の
向
上
発
展
、

あ
る
い
は
広
範
な
都
市
化
現
象
の
進
行

そ
の
他
万
端
に
わ
た
っ
て
の
過
去
数
世
紀
分
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
石
巻
市
の
社

会
変
貌
の
様
相
は
ま
っ
た
＜
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
各
界
各
層
市
民
に
対
し
、
原
始
古
代
し
現
代
に
至
る
郷

土
石
巻
の
歴
史
的
発
展
の
す
が
た
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
や
理
解
を
促
す
と
共

に
、
郷
土
愛
の
涵
養
と
、
将
来
の
大
石
巻
市
建
設
へ
の
意
欲
の
高
揚
に
資
す
る
た

め
、
市
制
施
行

50周
年
に
あ
た
る
昭
和

58年
の
刊
行
完
了
を
目
標
と
す
る
新
「
石

巻
市
史
」
の
編
さ
ん
、
刊
行
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
ど
う
か
。

そ
の
際
、
趣
旨
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
万
場
一
致
の
賛
同
を
得
ら
れ
た
も
の
の
、

「
市
史
編
さ
ん
に
関
す
る
構
想
と
間
題
点
」



た
い
と
思
う
。

0
佐
藤
で
は
、

「
自
然
」
に
つ
い
て
佐
々
木
委
員
か
ら
お
話
を
伺
い
た
い
。

硬
に
拍
絶
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
後
、

館
費
、
項
市
史
編
さ
ん
事
業
費
）
添
付
の
説
明
書
に
八

I
趣
旨

I
基
本
方
針

目
的
、
②
各
篇
の
構
成
、
③
分
析
課
題
の
あ
ら
ま
し
、
④
市
史
著
述
上
の
留
意
点
、

JII
年
次
計
画
の
概
要
＞
を
記
述
し
た
（
同
説
明
書
の
コ
ピ
ー
は
、
後
に
昭
和

52
年

7

月

1
日
づ
け
で
依
嘱
さ
れ
た
市
史
編
さ
ん
委
員
の
第
一
回
会
誤
の
席
上
、
委
員
各
位

ク
タ
キ
台
用
と
し
て
さ
し
あ
げ
た
。
）

そ
の
後
は
定
例
会
議
の
開
催
、
市
内
外
に
所
在
の
各
種
史
料
の
調
査
・
収
集
・
研

究
、
委
員
対
市
民
、
委
員
対
学
者
・
研
究
家
間
の
パ
イ
。
フ
役
を
果
た
す
た
め
の
「
市

史
編
さ
ん
資
料
集
•
伊
寺
水
門
」
の
継
続
刊
行
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
前
掲
Ⅱ
の
(
3
)

「
分
析
課
題
」
中
に
は

0
縄
文
式
文
化
時
代
か
ら
弥
生
式
文
化
時
代
へ
の
移
行
期
の

問
題
〇
弥
生
式
文
化
時
代
か
ら
古
墳
時
代
へ
の
移
行
期
の
問
題
な
ど
も
挙
げ
て
お
い

た
が
、
過
般
の
、
委
員
の
皆
さ
ん
の
「
越
田
台
遺
跡
」
の
発
堀
調
査
に
よ
っ
て
一
条

の
曙
光
が
も
た
ら
さ
れ
た
感
が
あ
り
、
今
後
の
ご
研
究
に
期
待
し
た
い
。

0
佐
々
木

な
意
味
で
久
日
然
的
環
境
ク
が
問
題
視
さ
れ
続
け
て
い
る
今
日
、

旧
市
史
に
は
ク
生
物
的
自
然
ヽ
の
記
述
が
ぬ
け
て
い
る
が
、

/
生
物
的
自
然
：
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

土
嬢
が
あ
り
、

い
ろ
い
ろ

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
お
け
る
人
間
の
生
産
活
動
が
も
た
ら
し
た
自
然
の
変
化
、
あ
る
い
は
、
人
間
の
衣

食
住
と
自
然
と
の

か
か
わ
り
合
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
ど
、
そ
れ
こ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
た

そ
の
解
明
に
努
力
を
重
ね
て
い
ぎ

そ
こ
に
気
象
が
働
い
て
樅
物
が
繁
茂
し
、

そ
の
梱
物
を
人
間
が
衣

食
住
生
活
に
利
用
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
各
郡
村
々
の
「
風
土
記
御

に
対
し
、

(1) 

業
で
あ
る
か
ら
、
担
当
課
は
旧
市
史
の
場
合
と
同
様
に
総
務
部
庶
務
課
と
し
、
各
部

と
緊
密
な
連
繋
の
も
と
に
進
め
る
べ
き
」
と
い
う
私
の
要
望
は
、
当
該
課
長
か
ら
強

昭
和

52年
度
要
求
予
算
（
図
書

を
ク
―
つ
の
事
業
ク
と
し
て
と
ら
え
、
推
進
し
た
い
と
思
う
。

の
の
、

そ
れ
で
は
大
方
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

用
書
出
」
中
に
記
さ
れ
た
神
社
・
仏
閣
の
屋
根
が
板
葺
き
で
あ
っ
た
り
、
萱
葺
き
で

あ
っ
た
り
、
木
っ
端
（
杉
の
皮
）
葺
き
だ
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
も
周
囲
の
自
然
的

動
物
的
環
境
に
つ
い
て
も
、
こ
の
地
方
は
古
来
、
鹿
や
狐
、
狸
、
猪
な
ど
が
多
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

た
と
え
ば
、
川
村
孫
兵
衛
が
北
上
川
の
瀬
替
え
を
行
な

っ
た
と
い
う
江
戸
時
代
初
期
の
河
川
の
状
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
/
ー
ー
と
共
に
、

動
植
物
の
状
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
も
追
求
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

は
ま
ず
、
現
在
の
石
巻
の
植
生
を
は
じ
め
、

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
な
け
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
自
然
的
環
境
を
し
っ
か
り
と

以
前
の
状
態
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
で
き

地
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
と
こ
ろ
の
、
考
古
学
・
歴
史
学
上
の
科

学
的
な
立
場
か
ら
見
つ
め
直
し
、
既
成
概
念
を
つ
き
く
ず
し
な
が
ら
究
明
し
て
い
く

点
に
あ
り
、
旧
市
史
中
で
は
最
も
改
訂
を
要
す
る
部
分
で
は
な
い
か
と
思
う
。

最
近
刊
行
さ
れ
た
他
県
•
他
市
の
県
史
•
市
史
、
お
よ
び
各
種
発
掘
調
査
報
告
書

の
検
討
、
参
照
や
、
市
内
各
遺
跡
の
表
面
調
査
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
は
書
け
る
も

そ
も
そ
も
、
新
市
史
の
各
篇
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
目
玉
と
な
る
も
の
に
力
点
を
お
い

た
ク
ヤ
マ
ク
が
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
先
史
古
代
篇
の
場
合
に
は
、

い
う
ま
で
も
な

く
「
沼
津
貝
塚
」
が
あ
り
「
毛
利
コ
レ

ク
ジ
ョ
ン
」
が
あ
る
。
先
史
時
代
の
石
巻
地

方
に
お
け
る
人
間
の
生
活
の
態
様
を
具
体
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
遺
跡
、
特
に

「
沼
津
貝
塚
」
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
調
査
研
究

0
木
村
先
史
古
代
篇
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
問
題
は
、

戦
後
こ
の
か
た
の
全
国
各

ぬ
と
思
わ
れ
る
。

0
佐
藤

続
い

て
木
村
委
員
か
ら
、
先
史
古
代
篇
に
つ
い
て
お
話
願
い
た
い
。

環
境
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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記
』

『
奥
品
葛
西
記
』
な
ど
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
々
で
あ
る
。

て
い
る
が
、
清
重
•
武
治
・
晴
信
ら
の
事
績
を
記
し
た
『
葛
西
実
記
』

さ
い
わ
い
、
近
く
文
化
セ
ン
ク
ー
の
建
設
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
縄
文
式
文
化
の

貴
重
な
資
料
の
数
々
を
展
示
し
て
市
民
に
ナ
マ
の
学
習
教
材
を
提
供
で
ぎ
る
こ
と
と

な
る
し
、
学
者
・
研
究
家
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
も
多
大
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

先
ほ
ど
編
さ
ん
室
か
ら
も
お
話
の
出
た
縄
文
—
弥
生
、
古
墳
ー
奈
良
な
ど
の
移
行

る
に
ち
が
い
な
い
。

期
の
問
題
の
解
明
に
し
て
も
、
該
当
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
何
よ
り
も
大
き
な
力
と
な

つ
ま
り
は
具
体
的
資
料
で
実
証
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

次
は
、
私
の
担
当
の
「
中
世
篇
」
で
あ
る
が
、

く
な
い
。
石
巻
の
中
世
と
い
え
ば
、

や
は
り
、
問
題
点
が
少
な

ど
う
し
て
も
「
葛
西
史
」
が
眼
目
と
な
っ
て
く

る
。
初
代
清
重
の
事
績
を
詳
述
し
た
『
吾
妻
鏡
』
は
信
頼
度
の
高
い
史
料
と
み
ら
れ

説
、
石
巻
中
心
の
活
動
説
に
執
着
し
た
が
る
の
が
な
ら
い
で
あ
る
。

0
佐
藤

『
葛
西
盛
衰

ま
ず
、
清
重
の
石
巻
へ
の
来
往
や
日
和
山
築
城
が
あ
り
得
た
の
か
が
、
疑
問
。
彼

が
平
泉
を
中
心
と
し
て
活
動
し
た
事
実
は
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

私
が
昨
年
夏
国
立
史
料
館
で
撮
影
し
て
き
た
『
葛
西
氏
考
拠
雑
記
』
は
、
江
戸
時
代

の
写
本
で
あ
る
た
め
問
題
な
し
と
は
し
な
い
が
、
同
書
に
は
、
八
昔
ノ
葛
西
殿
ハ
平

泉
葛
西
屋
敷
二
住
居
ニ
テ
、
国
大
名
卜
成
、
其
ノ
ノ
チ
登
米
郡
寺
池
城
―
―
居
住
ア
リ

卜
也
。
石
巻
城
ハ
出
張
場
所
卜
云
。
清
宗
殿
石
巻
鹿
島
山
ヲ
出
張
之
城
―
―
築
玉
ヘ
ル

由
ナ
リ
…
…
＞
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
石
巻
の
人
々
は
清
重
の
日
和
山
築
城

一
方
、
た
と
え
伝
承
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
清
重
が
石
巻
へ
“
船
で
来
た
ク
と
い
う

点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
北
畠
顕
家
・
顕
信
兄
弟
も
海
路
石
巻
入
り
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
中
世
の
海
上
交
通
は
、
関
東
し
東
北
の
海
岸
づ
た
い
の
航
路

に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
清
重
の
到
着
後
に
お
け
る
祝
宴
の
際

の
、
盃
に
柏
の
葉
が
落
ち
て
来
た
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
も
、
着
岸
し
た
港
に
お
け

59 

0
石
垣
石
巻
の
近
世
史
に
関
す
る
資
料
は
厖
大
に
あ
る
。
あ
り
過
ぎ
る
ほ
ど
か
も

0
佐
藤
次
に
、

石
垣
委
員
か
ら
近
世
篇
に
つ
い
て
ご
報
告
願
い
た
い
。

述
は
、
結
局
、

ク
ナ
ゾ
を
投
げ
か
け
る
中
世
史
々
の
形
に
な
り
そ
う
と
思
わ
れ
る
。

る
祝
宴
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
真
野
村
に
お
け
る
祝
宴
だ
っ
た
の
か
、
な
お
、

葛
西
氏
の
家
紋
「
三
っ
柏
」
は
「
―
―
―
っ
葉
柏
」
か
、
「
三
つ
柏
」
か
、
ま
た
、
胆
沢

郡
大
森
城
の
城
主
柏
山
伊
勢
守
の
家
紋
「
三
つ
柏
」
を
清
重
が
譲
り
受
け
て
家
紋
に

し
た
と
い
う
伝
承
は
ど
う
な
の
か
、

と
こ
ろ
で
、

な
ど
、
数
々
の
疑
問
が
残
る
。

石
巻
地
方
に
散
在
す
る
板
碑
は
総
数
五

0
0基
以
上
に
達
す
る
も
の

と
推
定
さ
れ
る
が
、
私
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
造
立
年
代
は
「
文
永
」
が
上
限
で
あ
り

お
そ
ら
く
、
八
文
永
・
建
治
・
弘
安
＞
あ
た
り
が
こ
の
地
方
に
お
け
る
板
碑
造
立
の

初
発
期
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
実
は
、
関
東
武
士
団
が
本
格
的
な

東
北
経
営
に
乗
り
出
し
て
き
た
時
期
と
ほ
ぽ
一
致
す
る
。
つ
ま
り
は
、
地
頭
同
士
の

所
領
相
続
、
お
よ
び
経
営
に
ま
つ
わ
る
相
論
の
激
化
の
時
期
と
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
、

な
か
に
は
、
東
北
経
営
に
見
切
り
を
つ
け
、
東
北
の
所
領
と
西
国
の
土
地
と
を
交
換

し
て
西
国
経
営
に
専
念
す
る
地
頭
も
出
て
い
た
。
そ
う
い
う
も
ろ
も
ろ
の
経
緯
を
、

「
板
碑
」
と
い
う
具
体
的
資
料
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
石
巻
地
方

の
一
般
の
人
々
の
理
解
も
得
ら
れ
易
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
葛
西
氏
の
こ
と
は
中
世
史
上
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
て
、
人
間

農
地
・
山
林
と
集
落
の
す
が
た
な
ど
の
考
察
を
と
お
し
て
、
石
巻
地
方
の
中
世
史
の

一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
堤
や
谷
田
を
中
心
と
し
て
考
え

て
い
く
場
合
に
は
「
前
田
」
と
い
う
地
名
も
見
逃
せ
な
い
も
の
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。

一
般
の
人
々
の
目
に
ふ
れ
る
こ
と
の
ま
れ
な
中
世
関
係
諸
史
料
を
一
括
、
集
大
成
し

て
紹
介
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
私
の
構
想
と
資
料
に
基
づ
く
記

集
団
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
通
じ
て
、
た
と
え
ば
、

「
堤
」
を
中
心
と
し
た



0
鈴
木
文
字
を
も
た
な
い
虚
吊
民
ク
が
、

日
本
の
歴
史
の
土
台
を
築
き
あ
げ
て
き

‘、、

人
ヵ

0
佐
藤
次
に
、
鈴
木
委
員
か
ら
「
民
俗
」
に
つ
い
て
の
お
話
を
お
願
い
し
た
い
。

し
れ
な
い
。
こ
れ
を
整
理
し
、
編
集
し
て
市
民
の
近
世
史
理
解
の
た
め
に
提
供
す
る

こ
と
が
役
目
だ
と
思
う
。
今
日
の
石
巻
市
の
都
市
的
性
格
の
基
盤
は
江
戸
時
代
に
形

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
華
山
沖
で
寒
流
と
暖
流
が
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
、

多
様
な
文
化
が
入
り
込
み
、
定
着
し
、
発
展
し
て
き
た
石
巻
の
近
世
史
上
の
特
色
と

い
え
ば
、
水
運
、
海
運
、
農
業
、
漁
業
、
石
材
業
、
鋳
銭
や
製
塩
の
事
業
な
ど
多
彩

な
産
業
の
関
発
と
伸
展
が
み
ら
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
近
世
篇
の
記
述
は
次
の
三
本
の
柱
を
中
心
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
通
史
の
な
か
の
近
世
史
、
②
資
料
篇
、
⑱
分
野
別
の

近
世
史
。
そ
の
た
め
、
旧
市
史
の
関
係
部
分
の
見
直
し
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
後
に

お
け
る
新
発
見
の
資
料
の
利
用
や
紹
介
が
眼
目
と
な
っ
て
く
る
。
結
局
の
と
こ
ろ

山
は
一
般
向
け
、
③
は
専
門
家
向
け
、
③
は
両
者
向
け
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
は
時
代
区
分
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
人
的
な
見
解
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
く
、
編
さ
ん
委
員
会
と
し
て
の
統
一
見
解
を
も
っ
て
臨
み
た
い
と
考
え
て
い
る

な
お
ま
た
、

石
巻
の
近
世
史
の
ナ
ゾ
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
、

た
と
え
ば
、
川
村
孫
兵

衛
以
前
に
お
け
る
北
上
川
の
流
路
の
間
題
、
政
宗
の
遣
欧
船
サ
ン
・
フ
ァ
ン
・
バ
プ

チ
ス
タ
号
の
造
船
地
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
委
員
会
の
統
一
見
解
に
基
づ
い
た

記
述
を
進
め
た
い
と
思
う
。

し
ば
ら
く
前
か
ら
、
機
会
を
と
ら
え
て
は
自
説
を
発
表
し
、
学
者
や
研
究
家
の
批

判
を
仰
ぐ
こ
と
を
試
み
て
い
る
が
、
立
場
や
環
境
を
異
に
す
る
か
た
が
た
の
批
判
に

は
、
私
自
身
稗
益
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
今
後
と
も
続
け
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

た
わ
け
で
あ
り
、

石
巻
地
方
と
て
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
に
散
在
す
る
民
具

の
採
集
を
は
じ
め
、
民
俗
各
般
の
調
査
研
究
の
積
み
重
ね
か
ら
そ
れ
を
解
明
し
て
い

く
の
が
私
の
役
目
と
考
え
、
努
力
し
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
廻
海
運
の
拠
点
港
で
あ
っ
た
石
巻
の
「
江
戸
廻
米
」
事
業
の
に
な
い
手
、
船
頭

や
水
主
の
出
身
地
は
石
巻
周
辺
の
漁
村
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
小
竹
浜
な

ど
は
、
流
れ
の
早
い
海
流
に
面
し
た
漁
村
で
あ
り
、
古
来
、

な
知
識
と
経
験
な
し
で
は
漁
業
経
営
が
で
ぎ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
漁
民
た
ち
の

不
断
の
研
究
、
創
意
工
夫
、

お
よ
び
勇
気
と
が
、

に
よ
る
航
海
の
う
え
に
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

漁
具
、
漁
法
の
改
良
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
漁
民
の
知
恵
と
か
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
、

て
は
江
戸
廻
米
の
拠
点
港
石
巻
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

市
内
真
野
・
日
向
地
区
の
民
具
調
査
の
際
、
稲
扱
ぎ
用
の
「
千
歯
コ
キ
」
が
数
種

み
ら
れ
た
が
、

そ
の
中
の
幕
末
期
ま
で
の
も
の
は
地
元
の
鍛
治
屋
の
製
品
で
、
明
治

以
降
の
も
の
は
福
井
県
早
瀬
地
方
の
製
品
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
地
元
の
工
業

製
品
（
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
）
が
、
関
西
な
ど
先
進
地
の
マ
ス
。
フ
ロ
段
階
に
入

っ
た
製
品
に
圧
迫
さ
れ
て
い
く
と
い
う
生
産
・
流
通
の
過
程
な
ど
、
物
を
と
お
し
て

歴
史
を
見
る
面
が
旧
市
史
に
は
欠
け
て
い
た
。

動
植
物
と
人
間
生
活
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
し
て
も
、
昔
は
和
船
の
カ
ツ
オ
釣
り

に
鹿
角
製
凝
似
針
が
使
わ
れ
、

イ
ジ
ャ
リ
（
た
こ
釣
り
具
）
に
弾
力
性
の
強
い
ソ
ゾ

メ
（
忍
冬
科
の
落
葉
潅
木
ガ
マ
ズ
ミ
）
を
採
用
し
て
い
る
点
な
ど
も
、
三
陸
沿
岸
の

な
お
、
市
内
で
比
較
的
に
古
い
習
俗
を
温
存
し
て
い
る
の
は
稲
井
地
区
や
荻
浜
地

区
で
あ
る
。
月
浦
の
出
産
儀
礼
な
ど
を
み
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
欠
陥
を
も
っ
た
和
船

①
出
産
間
近
か
の
妊
婦
の
親
類
の

「
山
の
神
を
迎
え
に
行
く
」
と
言
っ
て
山
の
神
の
碑
前
へ
行
き
、

ん
ぶ
す
る
格
好
を
し
て
妊
婦
の
家
へ
戻
り
、
②
神
棚
の
ロ
ー
ソ
ク
に
点
火
し
、
そ
れ

を
拝
ん
で
出
産
す
る
。
③
出
産
が
無
事
に
終
わ
る
と
、
ま
た
、
山
の
神
を
背
負
う
格

漁
民
の
繊
細
か
つ
精
巧
な
技
術
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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ク
海
ク
に
関
す
る
豊
富

そ
し
て

ひ
い

そ
れ
を
お



0
木
村

石
巻
地
方
に
数
多
く
遺
存
す
る
「
神
楽
」
に
つ
い
て
も
、
古
代
ー
中
世
ー
近
世
ー

好
を
し
て
親
類
の
者
二
人
が
山
の
神
の
碑
前
ま
で
行
き
、
山
の
神
を
送
っ
て
家
に
戻

っ
て
来
る
。
こ
れ
も
、
肉
体
に
祖
霊
（
み
た
ま
）
が
入
っ
て
初
め
て
人
間
に
な
る
、

と
い
う
日
本
常
民
の
霊
魂
観
の
具
体
的
な
す
が
た
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
ほ
か
石
巻
市
内
の
正
月
・
盆
の
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
な
ど
を
と
お
し
て
も
ク
日

本
人
の
心
ク
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
う
。

0
佐
藤
次
に
、
石
島
委
員
か
ら
「
芸
能
」
に
つ
い
て
お
話
願
い
た
い
。

0
石
島
し
ば
ら
く
前
の
こ
と
だ
が
、
東
北
放
送
か
ら
「
石
巻
鋳
銭
場
」
に
取
材
し

た
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ
マ
の
脚
本
制
作
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
旧
市
史
の
「
鋳
銭
史
」
を

参
考
資
料
に
し
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
同
書
に
は
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
市
史
の
記
述
の
前
後
を
知
り
た
く
て
も
不
可
能
で
、
閉
口
さ
せ
ら
れ
た
。

今
日
で
い
う
「
郷
土
芸
能
」
は
、
以
前
は
「
民
俗
芸
能
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
、

昭
和
初
年
当
時
に
は
「
民
俗
芸
術
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
新
市
史
の
「
芸
能
篇
」
は

「
民
俗
芸
術
」
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
単
な
る
表
面
的
な
資
料
紹
介
で
は

な
く
、
文
化
史
な
面
、
曲
・
詩
・
舞
い
•
楽
器
な
ど
の
分
類
、
分
析
や
演
出
面
に
ま

で
踏
み
こ
ん
だ
解
明
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
あ
い
で
は
、

本
田
安
次
博
士
の
諸
著
作
が
最
も
貴
重
な
参
考
資
料
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

近
代
ー
現
代
の
芸
能
史
、
お
よ
び
地
方
民
の
生
活
や
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
な
ど

幅
の
広
い
角
度
か
ら
の
考
察
と
実
証
が
必
要
だ
と
思
う
。
な
お
ま
た
、
芸
能
の
場
合

に
は
、
単
に
市
史
に
記
録
を
と
ど
め
る
だ
け
で
な
く
、
保
護
育
成
の
面
、
す
な
わ
ち

ク
保
存
ク
に
つ
い
て
も
行
政
・
民
間
の
両
者
提
携
に
よ
る
推
進
が
望
ま
し
い
。

0
佐
藤

の
か
た
ち
の
中
で
、

以
上
で
、
報
告
事
項
は
終
わ
り
と
し
、
次
に
、
時
間
の
許
す
限
り
、
雑
談

日
ご
ろ
の
研
究
上
の
こ
ぼ
れ
話
な
ど
を
ご
紹
介
願
い
た
い
。

十
数
年
前
、
総
理
府
編
集
の
写
真
雑
誌
「
フ
ォ
ト
」
の
都
市
紹
介
欄
の
『

そ
の
、

0
鈴
木

住
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
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0
石
垣

た
場
合
が
多
い
と
恩
う
。

中
世
の
領
主
は
米
谷
の
よ
う
な
山
間
部
に
居
館
を
築
い
て
生
活
し
て
い

0
佐
藤

J

の
地
域
に
大
集
落
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「
古
稲
井
湾
」
周
辺
の
風
土
は
精
密
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、

石
巻
』
の
見
出
し
に
、
八
北
上
川
と
共
に
生
ぎ
、
黒
潮
に
い
ど
む
石
巻
＞
と
あ
っ
た

が
、
石
巻
の
歴
史
的
風
土
の
性
格
を
適
切
に
表
現
し
た
タ
イ
ト
JV
だ
と
思
う
。
先
史

古
代
の
場
合
も
、

沼
津
を
は
じ
め
と
す
る
諸
集
落
の
全
体
構
想
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ご
先
史
古
代
の
日
本
ク
の
中
の
、
東
北
の
中
の
、
そ
し
て
宮
城
県
の
中
の
「
沼
津
」

の
位
置
づ
け
を
究
明
す
る
た
め
に
、
文
化
セ
ン
タ
ー
構
想
と
も
か
ら
む
「
沼
津
貝
塚

沼
津
と
い
え
ば
、

発
掘
調
査
計
画
」
（
市
教
委
策
定
）
は
、
ぜ
ひ
実
施
に
移
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

以
前
に
乙
穂
摘
み
用
石
庖
丁
/
が
一
個
出
土
し
て
い
る
が
、
当
時

は
狩
猟
や
漁
榜
が
主
体
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
晩
期
の
こ
ろ
に
は
、
水
稲
と
は
別
種
の

作
物
の
栽
培
が
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

先
般
実
施
し
た
「
越
田
台
遺
跡
」
の
発
堀
調
査
の
際
、
八
世
紀
前
ー
後
期
の
栗
囲

式
土
師
器
の
破
片
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
点
か
ら
推
せ
ば
、
奈
良
時
代
初
期
に
は

「
和
名
抄
」
に
い
う
余
部
卿
は

あ
る
い
は
、
沼
津
ー
越
田
台
周
辺
の
集
落
を
さ
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
わ

れ
て
く
る
。

川
村
孫
兵
衛
に
よ
る
北
上
川
下
流
瀬
替
え
の
以
前
は
、
今
の
牡
鹿
郡
の
平

地
に
田
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
山
あ
い
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
岩
手
県

で
も
胆
沢
郡
あ
た
り
の
山
あ
い
の
方
に
収
穫
量
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

0
佐
々
木

遺
構
か
ら
み
る
限
り
、

地
域
民
は
北
上
川
自
然
堤
防
上
に
集
落
を
作
り
、

水
沼
の
西
沢
地
区
の
調
査
で
は
、
昔
は
木
製
の
樋
を
使
っ
て
沢
水
を
せ
き

止
め
、
潅
漑
用
水
に
利
用
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。



0
木
村
牡
鹿
半
島
方
面
の
入
浜
権
を
め
ぐ
る
網
場
争
論
頻
発
の
時
期
と
、
先
刻
お

あ
る
屋
敷
神
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
は
つ
か
め
る
だ
ろ
う
。

0
鈴
木

わ
れ
る
。
石
巻
地
方
で
は
稲
井
地
区
に
古
い
地
名
が
多
い
。
沼
の
開
懇
は
近
世
以
降

「
袋
谷
地
」
そ
の
他
、

稲
井
地
区
の
真
野
や
水
沼
に
は
、
条
里
制
の
遺
名
「
坪
」
が
現
存
す
る
が

条
里
制
の
施
行
後
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
大
規
模
な
土
木
工
事
が
行
な
わ
れ
た
も
の

る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
、

「
谷
地
」
や
「
新
田
」
、

の
、
中
世
に
荒
地
化
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
巻
地
方
の
場
合

は
地
名
や
板
碑
、
検
地
帳
の
調
査
研
究
か
ら
あ
る
程
度
は
つ
か
め
る
も
の
と
思
わ
れ

一
円
支
配
の
領
主
に
よ
る
大
規
模
な
土
木
工
事
で
平
地

の
開
発
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
思
う
。

「
谷
地
」
の
開
懇
に
関
す
る
調
査
資
料
な
ど

に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
稲
井
地
区
の
鷲
巣
ー
前
田
間
の
沼
•
堤
の
管
理
権
は

本
木
氏
が
握
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
判
明
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
面
か
ら
古
い
耕

地
の
す
が
た
が
つ
か
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

水
沼
の
亀
山
家
に
あ
る
享
保
年
間
の
「
当
人
数
改
牒
」
に
よ
れ
ば
、

に
実
施
し
て
い
け
ば
、

五
人

組
の
人
数
が
五
人
で
は
な
く
七
•
八
人
で
、
大
家
族
構
成
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
が
、
古
い
人
別
帳
に
基
づ
い
た
本
家
・
分
家
の
聞
き
取
り
調
査
を
継
続
的

そ
の
集
落
の
態
様
が
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

構
組
織
の
調
査
、

x
x
屋
敷
な
ど
の
字
名
の
調
査
、
同
族
集
団
の
象
徴
で

0
木
村

0
佐
々
木

渡
来
で
あ
ろ
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
来
源
は
さ
だ
か
で
な
い
。

0
佐
藤
潅
漑
の
た
め
の
水
利
権
を
だ
れ
が
握
っ
て
い
た
の
か
ー
|
'
キ
イ
ポ
イ
ン
ト

0
鈴
木

0
佐
藤
牡
鹿
半
島
の
ど
ん
な
漁
村
に
も
、
ま
た
、

石
巻
周
辺
の
ど
ん
な
辺
鄭
は
部

に
南
下
し
て
宮
城
県
へ
入
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。

0
木
村

な
い
か
と
思
う
。

0
石
垣
寛
永
年
間
以
降
の
「
検
地
帳
」
の
徹
底
的
な
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は

は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

で
は
な
い
か
。

な
と
こ
ろ
は
中
世
の
発
祥
、

「
町
」
は
近
世
の
も
の
と
思

0
佐
々
木
地
名
で
「
田
」
の
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
「
根
岸
」
の
よ
う

0
石
島

話
の
出
た
水
沼
の
人
別
帳
に
み
る
農
村
家
族
集
団
の
解
体
・
変
質
の
時
期
と
が
一
致

す
る
の
は
輿
味
ぶ
か
い
。
農
村
の
消
費
水
準
の
向
上
に
伴
う
魚
類
の
消
費
量
増
大
を

物
語
る
事
象
で
は
な
い
か
。
万
石
浦
の
塩
の
生
産
量
拡
大
と
渡
波
の
入
浜
権
を
め
ぐ

る
争
論
も
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。
消
費
生
活
と
い
え
ば
、
西
廻
り
海
運
の
拠
点

だ
っ
た
山
形
県
酒
田
港
へ
移
入
さ
れ
た
京
都
の
古
着
が
、
藩
境
を
山
越
え
し
て
尿
前

ー
鬼
首
ー
古
川
ー
と
い
う
コ
ー
ス
で
県
内
の
木
綿
問
屋
に
入
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

東
北
新
幹
線
の
開
通
で
最
も
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
は
岩
手
県
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
昔
も
、
東
北
の
先
進
地
は
岩
手
県
だ
っ
た
よ
う
で
、
芸
能
関
係
に
し

て
も
、
京
都
あ
た
り
か
ら
岩
手
県
に
伝
わ
り
、
定
着
し
た
も
の
が
、
後
に
浜
づ
た
い

落
に
も
板
碑
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
中
世
に
も
、
海
路
に
よ
っ
て
関
東

関
西
の
文
化
が
こ
の
地
方
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

宮
城
県
で
は
一
個
所
と
い
う
祝
田
浜
の
阿
部
家
の
両
墓
制
な
ど
も
、
若
狭

地
方
あ
た
り
に
盛
行
を
み
た
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、

や
は
り
西
方
の
宗
教
文
化
の

石
巻
市
内
の
古
い
寺
院
の
建
築
様
式
は
安
土
桃
山
風
の
も
の
が
多
い
が

五
十
鈴
神
社
が
内
陸
部
に
な
く
、
沿
岸
部
に
限
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
な

の
か
。
神
社
と
境
内
林
の
関
係
も
今
後
の
調
査
研
究
の
対
象
で
あ
ろ
う
。
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